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２－１ 災害時の相互応援に関する協定書 

（趣旨） 

第１条 この協定は、香川県内で大規模な災害が発生した場合などにおいて、災害を受けた市町（以

下「被災市町」という。）が独自では十分な応急措置等が実施できない場合に、市町相互の応援が迅

速かつ円滑に実施されるよう、香川県内の市町（以下「市町」という。）及び香川県（以下「県」と

いう。）が相互に連携・協力することを目的とし、このための必要な事項を定める。 

（応援の対象項目） 

第２条 この協定による応援の対象項目は、次の各号に掲げるものとする。 

① 食料、飲料水などの生活必需物資の供給及びそれに必要な資機材の提供 

② 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資・資機材の提供 

③ 救援活動に必要な車両等の提供 

④ 応急復旧等に必要な職員の派遣 

⑤ 被災者を一時収容するための施設の提供（ホテル、旅館などへの受入を含む。） 

⑥ 被災した児童生徒の一時受入 

⑦ 被災市町に代行しての情報の発信 

⑧ 遺体処理（火葬等）に関する協力 

⑨ その他被災市町から特に要請のあった事項 

（応援の要請） 

第３条 被災市町は、他の市町に応援を要請する際には、次の各号に掲げる事項を明らかにした上で、

防災行政無線等により要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。 

① 災害の状況 

② 応援を求める項目（物資・資機材については数量など、人的応援に当たっては必要な職種、人

数など） 

③ 応援を求める期間、場所 

④ その他必要な事項 

２ 被災市町は、前項の規定により個別の市町に要請するいとまがないときは、前項各号に掲げる事

項を明らかにした上で、県に対して他の市町への応援の要請を依頼することができるものとする。

この場合、県は速やかに市町と調整を行うものとする。 

３ 前２項の規定により被災市町の応援を要請された市町は、正当な理由のない限り、これを拒んで

はならない。 

４ 市町及び県は、通信の断絶等により被災市町と連絡が不可能であり、かつ災害の事態に照らし特

に緊急を要する場合は、被災市町からの要請を待たずに、市町は必要な応援を、県は市町の応援に

係る調整を行うことができるものとする。 

この場合、第１項の要請があったものとみなす。 

５ 前項の規定により市町が応援を行う場合は、県にその旨通知するものとする。 

（応援の実施） 

第４条 前条第１項の規定により応援要請を受けた市町は、応援の内容を要請した被災市町及び県に

連絡し、応援を実施する。ただし、特別な事情により応援できない場合は、その旨を直ちに防災行

政無線等により被災市町及び県に連絡する。 

２ 前項本文の規定は、前条第２項の規定により要請を受けた場合について準用する。 

（応援の調整等に関する会議の開催） 
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第５条 応援の調整等に際し必要がある場合は、知事は、各市町長を招集しこれに関する会議を開催

することができるものとする。 

（経費の負担） 

第６条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市町の負担とする。 

２ 被災市町において費用を支弁するいとまがない等止むを得ない事情がある場合には、当該市町の

要請により、応援を行った市町は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。 

（香川県防災対策基本条例との関係） 

第７条 この協定は、香川県防災対策基本条例（平成１８年条例第５７号。以下「条例」という。）

第３４条第１項の規定によるものとする。 

２ 県は、この協定に定めるもののほか、条例第４５条の規定により、速やかに市町からの応援の要

請に応ずるものとする。 

（補則） 

第８条 この協定は、香川県消防相互応援協定のほか、災害時の市町間の相互応援に関する他の協定

を妨げない。 

２ この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、各市町及び県が協議の上別

に定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を１８通作成し、各自１ 通を保有する。 

 

平成２３年１１月２２日 

 

香川県 

香川県知事   

 

                さぬき市 

                さぬき市長   

 

                （その他 ７市長 ９町長） 
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２－２ 香川県消防相互応援協定 

（目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第２１条の規定に基づき、香川県下

の市町及び一部事務組合（以下「市町等」という。）が、大規模災害及び産業災害等の予防、鎮圧

に万全を期し、あわせて民心の安定を図るため相互応援体制を確立し、不測の事態に対処すること

を目的とする。 

（区域及び対象） 

第２条 この協定の実施区域は、香川県全域とする。 

（災害の範囲） 

第３条 この協定において、「災害等」とは、大規模火災、風水害及びその他の突発的災害並びに救

急車による搬送及び救助隊の出動を必要とする事故等で、応援活動を必要とするものをいう。 

（応援の種別） 

第４条 この協定による応援は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 普通応援 

市町等が当該市町等の区域外において、当該市町等に接する地域及び当該地域周辺部で災害等

が発生した場合に、発生地の市町等の長（以下「受援側の長」という。）の要請を待たずに出動

する応援。 

(2) 特別応援 

市町等が当該市町等の区域外において災害等が発生した場合に、受援側の長の要請に基づいて

出動する応援。 

（応援要請の方法） 

第５条 応援の要請は、受援側の長から電話その他の方法により、次の事項を明確にして応援側の市

町等の長（以下「応援側の長」という。）に対して行うものとする。 

(1) 災害の種別 

(2) 災害の発生場所 

(3) 所要人員及び機械器具、消火薬剤等の種別数量 

(4) 応援隊の集結場所 

(5) その他必要事項 

２ 普通応援で出動した場合、応援側は直ちに受援側に口頭等で連絡するものとする。 

３ 特別応援を要請した受援側の長は、事後、速やかに第１項各号の事項を明記した文書（別紙様式

１）を応援側の長に提出するものとし、また、応援側の長は、応援活動状況（別紙様式２）を受援

側の長に提出するものとする。 

（応援隊の派遣） 

第６条 前条の規定により応援要請を受けた応援側の長は、当該管轄区域内の消防業務に支障のない

範囲において応援隊を派遣するものとする。 

２ 応援側の長は、応援隊を派遣したときは、出発時刻、到着予定時刻及び出動人員並びに機械器具

及び消火薬剤等の種別数量を、派遣しがたいときはその旨を、遅滞なく受援側の長に通報するもの

とする。 

（応援隊の誘導） 

第７条 受援側の長は、応援隊の集結場所に誘導員を待機させ応援隊の誘導に努めるものとする。 

（応援隊の指揮） 
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第８条 応援隊の指揮は、消防組織法第２４条の４の規定に基づき、受援側の長が応援隊の長にこれ

を行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、直接応援隊の隊員に対して行うことができる。 

第９条 応援隊の長は、現場到着、引揚げ及び応援活動の状況を現地本部総指揮者に報告するものと

する。 

（費用の負担） 

第１０条 応援に要した費用については、次の区分により負担するものとする。 

(1) 機械器具の小破損の修理、燃料、消防職団員の手当等に関する費用は、原則として応援側の負

担とする。 

(2) 機械器具の大破損の修理及び応援隊員の死傷による災害補償等の重要事項については、当事者

間において協議のうえ決定する。 

(3) 前各号以外の経費については、原則として受援側の負担とする。 

２ 前項に定めるもののほか、特別な事情等により必要な事項が生じた場合は、当事者間において協

議のうえ決定する。 

（改廃） 

第１１条 この協定の改廃は、協定者が協議のうえ行うものとする。 

（委任） 

第１２条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は、関係市町等の消防長等が協議のうえ定める。 

附 則 

１ この協定は、昭和６１年１２月１日から施行する。 

２ この協定の締結を証するため、本書４９通を作成し、記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

昭和６１年１２月１日 

 

５市長、３８町長、６事務組合管理者 
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２－３ 広域消防相互応援協定書 

 

消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第２１条の規定に基づき、消防に関する相互応援につい

て、次のとおり協定する。 

（目的） 

第１条 この協定書は、消防業務の円滑を図るため市町等相互の協力体制を確立し、不測の事態に対

処することを目的とする。 

（協定組合等） 

第２条 この協定は、次に掲げる市、町および一部事務組合（以下「市町等」という。）の相互間にお

いて行うものとする。 

 (1) 美馬市 

 (2) 大川広域行政組合 

 (3) さぬき市 

 (4) 三木町 

 (5) 高松市 

（災害の範囲） 

第３条 この協定において、災害とは、大規模または特殊火災、救急事故その他の突発的災害で応援

活動を必要とするものをいう。 

（応援出動の範囲） 

第４条 この協定による応援は、次のとおりとする。 

 (1) 市町等の区域内に災害が発生した場合において発生地の市町等の長（以下「受援側の長」とい

う。）から要請を受けたとき 

 (2) 市町等相互間の境界地域及び当該地域周辺で災害が発生した場合において、消防業務の応援の

必要があると判断したとき 

（応援要請の方法） 

第５条 応援の要請は、受援側の長から電話等の方法により、次の事項を明確にして応援市町等の長

（以下「応援側の長」という。）に対し行うものとする。 

 (1) 災害の種別 

 (2) 災害の発生場所 

 (3) 所要人員、機械器具・消火薬剤等の種別および数 

 (4) 応援隊受領（誘導員配置）場所 

 (5) その他必要事項 

（応援隊の派遣） 

第６条 前条の規定により、応援要請を受けた応援側の長は、当該区域内の消防業務に支障が生じな

い範囲において要請事項に基づき応援隊を派遣するものとする。 

２ 応援側の長は、応援隊を派遣したときは、出発時刻、出動人員、機械器具、消火薬剤等の数、到

着予定時刻を受援側の長に通報し、派遣し難いときは、その旨を延滞なく受援側の長に通報するも

のとする。 

（応援隊の指揮） 

第７条 応援隊は、受援側の指揮下にはいるものとする。 

（費用負担） 
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第８条 応援出動に要した費用は、原則として応援側の負担とする。ただし、多額の負担を必要とす

る等これにより難い場合は、当事者間において協議の上、決定する。 

（改廃） 

第９条 この協定の改廃は、協定の協議の上、行うものとする。 

（疑義等の決定） 

第１０条 この協定で定めた事項について疑義があるとき、またはこの協定で定めのない事項で特に

必要のあるときは、市町等協議の上、決定する。 

   附 則 

１ この協定は、平成１８年１月１０日から施行する。 

２ この協定の締結を証するため本書５通を作成し、市町等の長が記名押印のうえ各１通を保管する。 

 

  平成１８年１月１０日 

 

                 美馬市長 

                  

                 大川広域行政組合管理者 

 

                 さぬき市長 

 

                 三木町長 

 

                 高松市長 
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２－４ 香川用水施設利用に関する協定書 

 

 香川用水土地改良区（以下「甲」という。）、五井・田辺池水利組合（以下「乙」という。）、大川広

域消防本部（以下「丙」という。）及びさぬき市消防団（以下「丁」という。）は、丙及び丁が防火用

水として乙が管理する田辺池（香川用水東部幹線揚水機場の調整池。以下「調整池」という。）を利用

することについて、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、地域住民の安全を図るため、調整池を防火用水としての機能を強化することを

目的とする。 

（対象区域） 

第２条 丙及び丁が使用できる調整池は、別添図面のとおりとする。 

（役割） 

第３条 丙及び丁は、本来の業務に支障のない範囲で調整池を巡視し、異常があれば甲及び乙に連絡

する。 

（実施日） 

第４条 この協定の実施は、協定締結日からとする。 

（その他） 

第５条 この協定に定めない事項、又はこの協定に関し疑義を生じた場合についてはその都度、甲、

乙、丙及び丁が協議して解決するものとする。 

 

 この協定締結の証として、本書４通を作成し、甲、乙、丙及び丁が記名押印のうえ、それぞれ１通

を保有するものとする。 

 

平成２１年１１月１日 

 

甲 香川用水土地改良区 

                       理事長 

 

乙 五井・田辺池水利組合 

                       組合長 

 

丙 大川広域消防本部 

    消防長 

 

丁 さぬき市消防団 

    団 長 

 

 

（注）図面省略 
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２－５ 香川県防災ヘリコプター応援協定 

（目的） 

第１条 この協定は、香川県下の市町及び一部事務組合（以下「市町等」という。）が災害等による

被害を最小限に防止するため、香川県の所有する防災ヘリコプター（以下「防災ヘリ」という。）

の応援を求めることについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（協定区域） 

第２条 この協定の実施区域は香川県全域とする。 

（災害の範囲） 

第３条 この協定において、災害等とは、大規模火災、風水害及びその他の突発的災害並びに救急業

務及び救急業務を必要とする事故等をいう。 

（応援要請） 

第４条 この協定に基づく応援要請は、災害等が発生した市町等（以下「発災市町等」という。）の

長が、次のいずれかの活動に該当し、かつ、公共性、緊急性が高く、防災ヘリの活動を必要と判断

する場合に、香川県知事（以下「知事」という。）に対して行うものとする。 

(1) 救急活動 

(2) 救助活動 

(3) 災害応急対策活動 

(4) 火災防御活動 

２ 応援要請は、香川県総務部消防防災課防災航空担当（以下「防災航空隊」という。）に、電話等

により次の事項を明らかにして行うものとする。 

(1) 災害等の種類 

(2) 災害等の発生場所及び被害の状況 

(3) 災害等発生現場の気象状態 

(4) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 

(5) 応援に要する資機材の品目及び数量 

(6) その他必要な事項 

（防災航空隊の派遣） 

第５条 知事は、前条の規定により応援要請を受けたときは、災害等発生現場の気象状態を確認の上、

応援するものとする。 

２ 前項の規定による要請に応ずることができない場合は、知事は、その旨を速やかに発災市町等の

長に通報するものとする。 

（防災航空隊の隊員の指揮） 

第６条 前条第１項の規定により消防活動を応援する場合において、災害現場における防災航空隊の

隊員（以下「隊員」という。）の指揮は、発災市町等の消防長（消防本部を置かない町にあっては

当該町長）が行うものとする。 

（消防活動に従事する場合の特例） 

第７条 応援要請に基づき隊員が消防活動に従事する場合には、発災市町等の長から隊員を派遣して

いる市町等の長に対し、香川県消防相互応援協定(以下｢相互応援協定｣という。)第５条の規定に基

づく応援要請があったものとみなす。 

（経費負担） 

第８条 この協定に基づく応援に要する運航経費は、香川県が負担するものとする。 
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２ 前条に該当する活動に従事する場合においても、応援に要する運航経費は、相互応援協定第10 条

の規定にかかわらず、香川県が負担するものとする。 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項は、香川県及び市町等が協議して定めるものとする。 

（適用） 

第１０条 この協定は、平成６年４月１日から適用する。 

 

この協定の締結を証するため、本書５０通を作成し、知事及び市町等の長は、記名押印の上、それ

ぞれ１通を保有する。 

 

平成６年４月１日 

 

県知事、５市長、３８町長、６事務組合管理者 
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２－６ 災害時における情報交換及び支援に関する協定書 

 

国土交通省四国地方整備局長(以下｢甲｣という。)とさぬき市長(以下｢乙｣という。)は、さぬき市の

区域において災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下｢災害発生時等｣という。)の情報交換

及び支援について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条  この協定は、災害発生時等において、甲及び乙が連携を図り、さぬき市民の生命、身体及び

財産の安全並びに生活を確保するための迅速かつ円滑な対応を図ることを目的とする。 

 

（協力体制）                       

第２条 甲及び乙は､前条の目的を達成するため､災害発生時等の初動段階から緊密な情報交換が行え

るように、相互に協力して必要な体制を整えるものとする｡ 

 

（支援内容） 

第３条 災害初動時に甲が実施する支援内容は、次のとおりとする。 

(1) 被害状況の把握 

(2) 情報連絡網の構築 

(3) 災害応急措置 

(4) その他必要と認められる事項 

 

（現地情報連絡員の派遣） 

第４条 甲は、災害発生時等の状況により、甲及び乙が行う応急対策並びに甲が行う支援の円滑な実

施に資するため必要と認めたときは、さぬき市災害対策本部等に職員を現地情報連絡員として派遣

し、情報交換にあたらせるものとする。 

 

（支援の要請） 

第５条 さぬき市の区域における国土交通省所管施設等に災害が発生し、又は発生の恐れがある場合

は、必要に応じて、乙は現地情報連絡員を経由して甲に対し支援要請を行うものとする。 

 

（支援の実施） 

第６条 甲は乙からの支援要請に対し、災害対策用資機材及び人員の配備状況等を勘案し調整した上

で、乙に現地情報連絡員を通じてその内容を伝え、可能な支援を行うものとする。 

 

（平常時の連携） 

第７条 甲及び乙は、この協定の実施に関して必要となる連絡体制の整備その他必要と認められる事

項について、訓練及び会議の開催等を通じて平常時からの連携に努めるものとする。 

 

（その他） 

第８条  この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協

議して定めるものとする。 
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 上記のとおり協定を締結した証として、本書２通を作成し、甲、乙押印の上、各自その１通を保有

する。 

 

 平成２３年１０月２６日  

 

     甲  国土交通省 四国地方整備局長 

             

     乙  さぬき市  さぬき市長 

                         

 

 

【参考資料】 

 

「災害時における情報交換及び支援に関する協定書（案）」第３条の支援内容に関する考え方 

 

 国土交通省四国地方整備局長（以下｢甲｣という。）とさぬき市長（以下｢乙｣という。）が平成２３年

１０月２６日付けで締結した「災害時における情報交換及び支援に関する協定書」第３条に規定する

支援を行った場合の経費負担の取り扱いは、下記のとおりとする。  

 

１.甲が災害初動時に第３条(1)(2)の支援を行う場合は、原則として甲の負担とする。 

 なお、災害初動時とは、原則として甲が支援本部を設置又は事務所長等が支援支部を設置してい

る期間とする。 

 

２.甲が災害初動時に第３条(3)(4)の支援を行う場合は、原則として支援を受けた機関の負担とする。 

 ただし、第３条(3)の支援を行う場合で、下記の①～⑤の全てに該当する場合は、甲において経

費を負担する。 

①災害種別が大規模災害である場合 

②被害拡大や二次災害の防止のための、必要最低限の緊急対応である場合（施設復旧ではない） 

③広域災害等で、本来緊急対応をすべき者による対応が困難な場合 

④国土交通本省が非常又は緊急災害対策本部を設置、若しくは非常体制を発令している場合 

⑤甲が独自の判断で支援を行った場合 

 

「同協定書（案）」第５条（支援の要請）に記載している国土交通省所管施設等の解釈について 

 

「国土交通省所管施設等」とは、国土交通省が係わる国、県及び市町村が管理する公共施設（河川、

ダム、海岸、砂防、道路、橋梁、港湾、空港、鉄道、下水、公園、営繕施設等）を言う。   
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２-７ 災害時における医療救護活動に関する協定書 

 

さぬき市における災害時の医療救護活動に関して、さぬき市（以下「甲」という。）と社団法人大

川地区医師会（以下「乙」という。）との間に次の条項により協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、さぬき市地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関

し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（医療救護活動） 

第２条 甲は、災害が発生し、医療救護活動を実施する必要があると認めるときは、乙に対し医療救

護活動の協力を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、直ちに医療救護班を派遣し、医療救護活動を実施

するものとする。 

３ 乙は、あらかじめ医師及び看護師等で医療救護班を編成しておくものとする。 

（医療救護班の活動場所） 

第３条 医療救護班は、甲が設置する応急救護所等において医療救護活動等を実施するものとする。 

（医療救護班の業務） 

第４条 医療救護班の業務は、次の各号のとおりとする。 

(1) 傷病者の重症度の判定（患者の振り分け業務） 

(2) 重症患者に対する救急蘇生術の施行 

(3) 後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

(4) 移送困難な患者及び避難所等における軽症患者に対する医療 

(5) 応急的助産活動 

(6) 死亡の確認、遺体の検案 

(7) 医療救護活動の記録及び市災害対策本部への措置状況の報告 

(8) 前項に定めるもののほか、避難所の巡回医療救護その他の医療救護活動に必要な業務 

（指揮命令） 

第５条 医療救護班に対する指揮命令は、乙が行うものとする。 

（連絡調整） 

第６条 医療救護活動にかかわる連絡調整は、甲乙緊密な連携のもとに行うものとする。 

（輸送） 

第７条 医療救護班の応急救護所等への輸送は、原則として甲が調達する車両等で行うものとする。 

（医薬品等） 

第８条 医療救急活動に要する医薬品、医薬材料等（以下「医薬品等」という。）については、原則

として乙が携行し、又は調達する。ただし、乙から要請があった場合及び医薬品等の補給は、甲が

行うものとする。 

２ その他応急救護所において必要な物資の調達は、甲が行うものとする。 

（医療費） 

第９条 応急救護所における患者（被災者）が負担する医療費は、無料とする。 

２ 救護病院等後方医療機関における医療費は、原則として患者（被災者）が負担する。 

（費用弁済等） 
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第１０条 甲の要請により乙が医療救護活動として実施した次の経費は、甲が負担するものとする。 

(1) 医療救護班の派遣に伴う費用弁済 

(2) 医療救護班が携行し、又は調達した医薬品等の費用弁済 

(3) 防災訓練参加に伴う費用弁済 

(4) 前各号に掲げるもののほか、この協定に定める医療救護活動に要した経費 

２ 前項に規定する費用弁済等の額については、別途甲乙協議して決定するものとする。 

（災害補償） 

第１１条 甲の要請により医療救護活動に従事した者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死

亡した場合において、甲がその者又はその遺族等に対して行う災害補償については、香川県市町総

合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例に準じ、別途、甲乙協議して決定するものとする。 

（医療事故の処理） 

第１２条 応急救護所等での医療救護活動及び救護病院における災害発生直後の医療救護活動により

生じた医療事故については、甲の責任において処理するものとする。 

２ 前項に規定する場合において、甲は、当該業務に従事した乙の会員に故意又は重大な過失のない

限り、当該会員に対して求償しないものとする。 

（隣接市間協議） 

第１３条 医療救護活動の範囲が隣接市に及ぶ場合の第８条第２項、第１０条、第１１条及び第１２

条に該当する事項等については、甲と関係隣接市間で協議決定し、乙には迷惑を及ぼさないものと

する。 

（有効期間及び更新） 

第１４条 この協定の有効期間は、この協定の締結日から起算して１年間とする。ただし、この期間

の満了の日の１ヵ月前までに甲又は乙からその相手方に対して何等の意思表示をしないときは、期

間満了の翌日から起算して更に１年間延長するものとし、その後の期間満了の場合も同様とする。 

（協議） 

第１５条 この協定に定めのない事項又は、この協定の条項に疑義が生じたときは、甲乙協議して決

定するものとする。 

 

この協定を証するため本書を２通作成し、甲乙記名捺印の上、各自１通を保有する。 

 

平成２５年１月２３日 

 

甲  さぬき市 

さぬき市長 

    

 

乙  社団法人 大川地区医師会 

会 長 
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２－８ 災害時における医療救護活動に関する協定書 

 

さぬき市における災害時の医療救護活動に関して、さぬき市（以下「甲」という。）と大川歯科医

師会（以下「乙」という。）との間に次の条項により協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、さぬき市地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関

し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（医療救護活動） 

第２条 甲は、災害が発生し、医療救護活動を実施する必要があると認めるときは、乙に対し医療救

護活動の協力を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、直ちに歯科医療救護班を派遣し、医療救護活動を

実施するものとする。 

３ 乙は、あらかじめ歯科医師及び歯科衛生士等で歯科医療救護班を編成しておくものとする。 

（歯科医療救護班の活動場所） 

第３条 歯科医療救護班は、甲が設置する応急救護所等において医療救護活動等を実施するものとす

る。 

（歯科医療救護班の業務） 

第４条 歯科医療救護班の業務は、次の各号のとおりとする。 

(1) 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置 

(2) 後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

(3) 移送困難な患者及び避難所等における軽症患者に対する歯科治療及び衛生指導 

(4) 検視・検案に際しての法歯学上の協力 

(5) 活動の記録と報告 

(6) その他状況に応じた必要な措置 

（指揮命令） 

第５条 歯科医療救護班に対する指揮命令は、乙が行うものとする。 

（連絡調整） 

第６条 医療救護活動にかかわる連絡調整は、甲乙緊密な連携のもとに行うものとする。 

（輸送） 

第７条 歯科医療救護班の応急救護所等への輸送は、原則として甲が調達する車両等で行うものとす

る。 

（医薬品等） 

第８条 医療救急活動に要する医薬品、医薬材料等（以下「医薬品等」という。）については、原則

として乙が携行し、又は調達する。ただし、乙から要請があった場合及び医薬品等の補給は、甲が

行うものとする。 

２ その他応急救護所において必要な物資の調達は、甲が行うものとする。 

（医療費） 

第９条 応急救護所における患者（被災者）が負担する医療費は、無料とする。 

２ 救護病院等後方医療機関における医療費は、原則として患者（被災者）が負担する。 

（費用弁済等） 
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第１０条 甲の要請により乙が医療救護活動として実施した次の経費は、甲が負担するものとする。 

(1) 歯科医療救護班の派遣に伴う費用弁済 

(2) 歯科医療救護班が携行し、又は調達した医薬品等の費用弁済 

(3) 防災訓練参加に伴う費用弁済 

(4) 前各号に掲げるもののほか、この協定に定める医療救護活動に要した経費 

２ 前項に規定する費用弁済等の額については、別途甲乙協議して決定するものとする。 

（災害補償） 

第１１条 甲の要請により医療救護活動に従事した者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死

亡した場合において、甲がその者又はその遺族等に対して行う災害補償については、香川県市町総

合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例に準じ、別途、甲乙協議して決定するものとする。 

（医療事故の処理） 

第１２条 応急救護所等での医療救護活動及び救護病院における災害発生直後の医療救護活動により

生じた医療事故については、甲の責任において処理するものとする。 

２ 前項に規定する場合において、甲は、当該業務に従事した乙の会員に故意又は重大な過失のない

限り、当該会員に対して求償しないものとする。 

（隣接市間協議） 

第１３条 医療救護活動の範囲が隣接市に及ぶ場合の第８条第２項、第１０条、第１１条及び第１２

条に該当する事項等については、甲と関係隣接市間で協議決定し、乙には迷惑を及ぼさないものと

する。 

（有効期間及び更新） 

第１４条 この協定の有効期間は、この協定の締結日から起算して１年間とする。ただし、この期間

の満了の日の１ヵ月前までに甲又は乙からその相手方に対して何等の意思表示をしないときは、期

間満了の翌日から起算して更に１年間延長するものとし、その後の期間満了の場合も同様とする。 

（協議） 

第１５条 この協定に定めのない事項又は、この協定の条項に疑義が生じたときは、甲乙協議して決

定するものとする。 

 

この協定を証するため本書を２通作成し、甲乙記名捺印の上、各自１通を保有する。 

 

平成２５年１月２３日 

 

甲  さぬき市 

さぬき市長 

 

 

 

乙  大川歯科医師会 

会  長 
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２－９ 災害時における医療救護活動に関する協定書 

 

さぬき市における災害時の医療救護活動に関して、さぬき市（以下「甲」という。）と大川薬剤師

会（以下「乙」という。）との間に次の条項により協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、さぬき市地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関

し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（医療救護活動） 

第２条 甲は、災害が発生し、医療救護活動を実施する必要があると認めるときは、乙に対し薬剤師

班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による要請を受けた場合は直ちに薬剤師班を派遣し、医療救護活動を実施する

ものとする。 

３ 乙は、あらかじめ薬剤師等で薬剤師班を編成しておくものとする。 

（薬剤師班の活動場所） 

第３条 薬剤師班は、甲が設置する応急救護所等において医療救護活動等を実施するものとする。 

（薬剤師班の業務） 

第４条 薬剤師班の業務は、次の各号のとおりとする。 

(1) 応急救護所等における傷病者に対する調剤、服薬指導及び健康相談 

(2) 医薬品等の集積場所等における医薬品等の管理 

(3) 医療救護班等のサポート 

(4) 活動の記録とサポート 

(5) 活動の記録と報告 

(6) その他状況に応じた必要な措置 

（指揮命令） 

第５条 薬剤師班に対する指揮命令は、乙が行うものとする。 

（連絡調整） 

第６条 医療救護活動にかかわる連絡調整は、甲乙緊密な連携のもとに行うものとする。 

（輸送） 

第７条 薬剤師班の応急救護所等への輸送は、原則として甲が調達する車両等で行うものとする。 

（調剤費） 

第８条 応急救護所等における患者（被災者）が負担する調剤費は、無料とする。 

（費用弁済等） 

第９条 甲の要請により乙が医療救護活動として実施した次の経費は、甲が負担するものとする。 

(1) 薬剤師班の派遣に伴う費用弁済 

(2) 薬剤師班が携行し、又は調達した薬剤等の費用弁済 

(3) 防災訓練参加に伴う費用弁済 

(4) 前各号に掲げるもののほか、この協定に定める医療救護活動に要した経費 

２ 前項に規定する費用弁済等の額については、別途甲乙協議して決定するものとする。 

（災害補償） 

第１０条 甲の要請により医療救護活動に従事した者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死
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亡した場合において、甲がその者又はその遺族等に対して行う災害補償については、香川県市町総

合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例に準じ、別途、甲乙協議して決定するものとする。 

（医療事故の処理） 

第１１条 応急救護所等での医療救護活動及び救護病院における災害発生直後の医療救護活動により

生じた医療事故については、甲の責任において処理するものとする。 

２ 前項に規定する場合において、甲は、当該業務に従事した乙の会員に故意又は重大な過失のない

限り、当該会員に対して求償しないものとする。 

（隣接市間協議） 

第１２条 医療救護活動の範囲が隣接市に及ぶ場合の第９条、第１０条及び第１１条に該当する事項

等については、甲と関係隣接市間で協議決定し、乙には迷惑を及ぼさないものとする。 

（有効期間及び更新） 

第１３条 この協定の有効期間は、この協定の締結日から起算して１年間とする。ただし、この期間

の満了の日の１ヵ月前までに甲又は乙からその相手方に対して何等の意思表示をしないときは、期

間満了の翌日から起算して更に１年間延長するものとし、その後の期間満了の場合も同様とする。 

（協議） 

第１４条 この協定に定めのない事項又は、この協定の条項に疑義が生じたときは、甲乙協議して決

定するものとする。 

 

 

この協定を証するため本書を２通作成し、甲乙記名捺印の上、各自１通を保有する。 

 

 

平成２５年１月２３日 

 

甲  さぬき市 

さぬき市長 

  

 

 

乙  大川薬剤師会 

会  長 
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２－１０ 災害時における物資等の輸送に関する協定書 

 

 さぬき市（以下「甲」という。）と社団法人香川県トラック協会大川支部（以下「乙」という。）は、

地震その他の災害が発生し、または発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）における物

資等の輸送に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時の貨物自動車による物資等の輸送に関し、甲が乙に対して協力を求める

ときの必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請）  

第２条 甲は、災害時に、次条に掲げる業務を遂行するため、乙の協力を得る必要があるときは、乙

に対し貨物自動車、運転者等（以下「車両等」という。）の提供および救援物資の輸送の協力を要請

することができるものとし、乙は特別な理由がない限り、要請に協力するものとする。 

２ 前項の規定による要請は、業務の内容、期間等を明らかにし、文書により行うものとする。ただ

し、緊急を要する場合は、口頭で協力を要請し、その後、速やかに文書を送付するものとする。 

 （業務の内容） 

第３条 この協定により、甲が乙に対し協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

 ⑴ 災害救助に必要な生活必需品等の輸送業務 

 ⑵ 災害緊急対策実施のために必要な資機材等の輸送業務 

 ⑶ その他甲が必要とする災害応急対策業務 

 （事故等） 

第４条 乙が供した貨物自動車が、故障その他の理由により物資等の輸送を中断したときは、乙は速

やかに当該貨物自動車を交換して、その輸送を継続しなければならない。  

 （業務報告） 

第５条 乙は、この協定に基づく業務を実施したときは、当該業務終了後、速やかに業務実施内容を

報告するものとする。 

 （費用の負担） 

第６条 乙がこの協定に基づく業務の実施に要した経費は、甲が負担する。 

２ 前項の経費については、災害発生直前における地域の事業者が届出している運賃及び料金を基準

として、甲と乙が協議して定めるものとする。 

 （費用の請求及び支払） 

第７条 乙は、業務の終了後、当該業務に要した費用について、甲に請求するものとする。 

２ 甲は、請求があったときは、内容を確認のうえ、速やかにその費用を支払うものとする。 

 （補償） 

第８条 この協定に基づく業務に従事した者が、当該業務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にか

かり、またはその業務による負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは障害の状態となった場合に

おいては、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の適用のある場合を除き、香川県市

町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例（平成１６年香川県市町総合事務組合条例第６号）の

規定を準用し、甲が補償する。 

 （連絡責任者） 

第９条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては総務部総務課長乙においては、大川支部長と
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する。 

 （雑則） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度甲乙協議し

て定めるものとする。 

 （有効期限） 

第１１条 この協定は、協定締結日から効力を生ずるものとし、甲乙いずれからも文書による終了の

意思表示がない限り、その効力を有する。 

 

 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印し、各自１通を保有する。 

 

  平成２０年９月９日 

 

        甲 さぬき市        

          さぬき市長 

           

   

        乙 社団法人 香川県トラック協会大川支部 

          支 部 長 
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２-１１ 災害時における緊急通行妨害車両等の排除業務に関する協定 

 

さぬき市（以下「甲」という。）と香川県レッカー協同組合（以下「乙」という。）は災害時にお

ける緊急通行車両の通行の妨害となる車両その他の物件の排除業務（以下「車両等排除業務」という。）

に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、さぬき市内で災害が発生した場合において、災害対策基本法（昭和３６年法律

第２２３号）第７０条第１項及び第２項に基づく応急措置を実施するに当たり、乙に協力要請する

ことができる車両等排除業務に関して必要な事項を定める。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時において、緊急通行車両の通行を確保するために必要があるときは、乙に対し、

次の事項を文書で通知して、車両等排除業務の協力を要請するものとする。ただし、緊急を要する

場合は、電話又は口頭で協力を要請し、その後、速やかに文書を送付するものとする。 

（１）災害発生の日時及び場所並びに災害の状況 

（２）協力を必要とする場所 

（３）妨害となっている車両等（以下「妨害車両等」という。）の種類及び台数 

（４）現場指揮官の所属、職及び氏名 

（５）連絡方法 

（６）その他必要な事項 

 

（業務の実施） 

第３条 乙は、前条の要請を受けたときは、特別な理由がない限り、乙の組合加入者が所有する車両、

装備等の範囲内で車両等排除業務に協力するものとする。この場合において、妨害車両等の移動は

前条第４号の現場指揮官の立ち会いのもと行うものとする。 

２ 乙は車両等排除業務を開始するときは、開始時間、責任者並びに出動員氏名及び車両数を甲に通

知するものとする。 

 

（費用の負担） 

第４条 前条の車両等排除業務に要した費用は、乙の負担とする。 

 

（出動組合員等が受けた被害の補償） 

第５条 第２条の規定に基づき、車両等排除業務に従事した者が、その業務により死亡又は、負傷し、

若しくは疾病にかかり死亡、障害の状態となった場合においては出動組合員又は乙が加入する公的

な災害保険、傷害保険を適用し補償する。 

（排除対象車両等の損害の補償） 

第６条 車両等排除業務の実施にあたり、組合員が他人及び車両等に損害を与えた場合、組合員若し

くは乙の公的保険を適用する。 

 

（個人情報の保護） 

第７条 乙は、この協定による活動を行うため、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に努め

なければならない。 

 

（報告） 

第８条 乙は、この協定による車両等排除業務について出動できる人員及びレッカー車、作業工作車

の状況を要請があれば甲に報告する。 

 

（協定の実施） 

第９条 この協定に基づく支援活動の実施に関し必要な事項については、別途定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙からの文書による
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終了の意思表示がない限り、その効力を継続する。 

 

（疑義の協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じた時は、その都度甲及び乙が

協議して決定するものとする。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 

平成２２年４月８日 

 

甲 さぬき市 

さぬき市長 

 

   

 

 

 

乙 香川県レッカー協同組合 

代表理事 
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２－１２ 災害時における救援物資提供に関する協定書 

 

 さぬき市（以下「甲」という。）と四国コカ・コーラボトリング株式会社（以下「乙」という。）は、

災害時における救援物資提供に関する協定をつぎのとおり締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時における物資の提供に関し、乙の甲に対する協力について、必要な事項

を定めるものとする。 

（協力の要請） 

第２条 さぬき市内に震度５弱以上の地震または同等以上の災害が発生、若しくは発生するおそれが

ある場合において、甲の災害対策本部または水防本部（以下「対策本部」という。）が設置され、そ

の本部より物資の提供要請があったときは、乙は次条に規定する内容に協力するものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の要請を受けたときは、地域貢献型自動販売機（メッセージボード搭載型または

鍵対応型）及び災害時救援型自動販売機の機内在庫の製品を、甲に無償提供するとともに、速やか

にフォロー態勢を整えるなど万全を期すものとする。この場合において、道路不通及び停電等によ

り供給に支障が生じた場合は、甲との協議により対策を講じるものとする。 

（申請の手続き） 

第４条 甲は、この協定による要請を行うときは、救援物資提供要請書をもって行うものとする。た

だし、緊急を要するときには、甲の判断で無償提供することができるものとし、甲は、後日すみや

かに無償提供した製品の本数等を文書で乙に報告するものとする。 

（期間） 

第５条 この協定の有効期間は、協定締結日から５年間とし、甲乙いずれかから協定解消の申し出が

ない限り、同一内容を以って継続するものとする。 

２ 前項の解消の申し出は、１か月前までに相手方に申し出るものとする。 

（協議） 

第６条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関して必要な事項その他この協定に定めの

ない事項については、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

平成２３年７月２４日 

 

甲 さぬき市 

 さぬき市長 

     

 

 

乙 四国コカ・コーラボトリング株式会社 

 常務取締役営業本部長 
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２－１３ 災害時における物資の供給等に関する協定書 

 

 さぬき市（以下「甲」という。）と株式会社 フジ（以下「乙」という。)は、次のとおり災害時に

おける物資の供給に関する協定を締結する。 

 （目的） 

第１条 この協定は、さぬき市の区域内で、地震災害、風水害その他の災害（以下「災害」という。）

が発生した場合に、乙の協力を得て、甲がより速やかにかつ円滑に被災者に物資を供給できるよう

にすることを目的とする。 

 （協力の要請） 

第２条 甲は、災害時における応急措置のため、緊急に物資の調達が必要となった場合は、品目、数

量、場所、期間等を明示した応援要請書（別記様式）をもって乙に供給の要請をするものとする。

ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに要請書を提出するものとする。 

 （協力の実施） 

第３条 乙は、前条の要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲において、甲に対し、優先的

かつ速やかに適切な措置をとるとともに、その措置内容を甲に連絡するものとする。 

 （物資の種類） 

第４条 物資の種類は、次のとおりとし、乙は甲に対し、災害時において乙の可能な範囲での供給を

行うものとする。 

 (1) 食料品 

 (2) 衣料品 

 (3) 日用品 

 (4) その他乙の取扱商品 

 （物資の価格） 

第５条 乙が甲に供給した物資の価格は、災害発生時直前における適正な価格とする。 

（物資等の引取り） 

第６条 物資等の引渡場所は、甲が指定するものとし、引渡場所までの運搬は、原則として乙が行う

ものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定するものが行うものとする。 

２ 甲は当該場所へ職員を派遣し、調達物資等を確認の上これを引き取るものとする。 

３ 甲が引き取った物資等の代金は、引取り後、速やかに支払うものとする。 

（車両優先通行の確保） 

第７条 甲は、災害時において乙が物資の配送および供給を行う車両を優先車両として通行できるよ

う配慮するものとする。 

 （平常時の活動） 

第８条 甲および乙は、この協定に定める事項の円滑な推進に資するため、平素からの情報交換や甲

が行う防災訓練を通じての緊急時における問題点の把握等に努めるものとする。 

（連絡責任者） 

第９条 甲および乙は、要請および協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、連絡責任者

を選任するものとする。 

（有効期間） 

第１０条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、甲または乙から文書による

終了の意思表示がない限り、その効力を継続する。 
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（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項またはこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度甲およ

び乙が協議して決定するものとする。 

 

この協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

  平成２１年３月２６日 

 

           甲 さぬき市 

             さぬき市長 

              

                                   

           乙 株式会社 フ ジ 

             代表取締役 
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２－１４ 災害時における物資の供給等に関する協定書 

 

 さぬき市（以下「甲」という。）と株式会社マルナカ志度店（以下「乙」という。)は、次のとおり

災害時における物資の供給に関する協定を締結する。 

 （目的） 

第１条 この協定は、さぬき市の区域内で、地震災害、風水害その他の災害（以下「災害」という。）

が発生した場合に、乙の協力を得て、甲がより速やかにかつ円滑に被災者に物資を供給できるよう

にすることを目的とする。 

 （協力の要請） 

第２条 甲は、災害時における応急措置のため、緊急に物資の調達が必要となった場合は、品目、数

量、場所、期間等を明示した応援要請書（別記様式）をもって乙に供給の要請をするものとする。

ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに要請書を提出するものとする。 

 （協力の実施） 

第３条 乙は、前条の要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲において、甲に対し、優先的

かつ速やかに適切な措置をとるとともに、その措置内容を甲に連絡するものとする。 

 （物資の種類） 

第４条 物資の種類は、次のとおりとし、乙は甲に対し、災害時において乙の可能な範囲での供給を

行うものとする。 

 (1) 食料品 

 (2) 衣料品 

 (3) 日用品 

 (4) その他乙の取扱商品 

 （物資の価格） 

第５条 乙が甲に供給した物資の価格は、災害発生時直前における適正な価格とする。 

（物資等の引取り） 

第６条 物資等の引渡場所は、協定先店舗とし、調達物資等を確認の上これを直接引き取るものとす

る。ただし、運搬は、甲において行うものとする。 

２ 甲が引き取った物資等の代金は、引取り後、速やかに支払うものとする。 

 （平常時の活動） 

第７条 甲および乙は、この協定に定める事項の円滑な推進に資するため、平素からの情報交換や甲

が行う防災訓練を通じての緊急時における問題点の把握等に努めるものとする。 

（連絡責任者） 

第８条 甲および乙は、要請および協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、連絡責任者

を選任するものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、甲または乙から文書による終

了の意思表示がない限り、その効力を継続する。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項またはこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度甲およ

び乙が協議して決定するものとする。 
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この協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

  平成２１年 1月１９日 

 

           甲 さぬき市 

             さぬき市長 

              

                                   

 

             

           乙 株式会社 マルナカ 志度店 

             店 長 

              

【同一内容の協定書】 

 平成２１年 １月１９日 マルナカ津田店 

 平成２１年 １月１９日 マルナカ寒川店 

 平成２１年 １月１９日 マルナカ長尾店 
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２－１５ 災害時における物資供給に関する協定書 

 

さぬき市（以下「甲」という。）とＮＰＯ法人コメリ災害対策センター（以下「乙」という。）は、

災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災

害時」という。）において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要

な事項を定めるものとする。 

（協定事項の発効） 

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に対し

て要請を行ったときをもって発動する。 

（供給等の協力要請） 

第３条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の

供給を要請することができる。 

（調達物資の範囲） 

第４条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とす

る。 

 (1) 別表に掲げる物資 

 (2) その他甲が指定する物資 

（要請の方法） 

第５条 第３条の要請は、調達する物資名、数量、企画、引渡場所等を記載した文書をもって行うも

のとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに

文書を交付するものとする。 

（物資の供給の協力） 

第６条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。 

２ 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により甲

に報告するものとする。 

（引渡し等） 

第７条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行う

ものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬す

るものとする。 

２ 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるように配慮するも

のとする。 

（費用の負担） 

第８条 第６条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担す

るものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準として、甲と乙が協議の上速や

かに決定する。 

（費用の支払い） 

第９条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。 

（情報交換） 

第１０条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害

時に備えるものとする。 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するも

のとする。 

（有効期間） 
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第１２条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終

了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成２５年８月１日 

 

甲  さぬき市 

さぬき市長 

 

乙  ＮＰＯ法人 コメリ災害対策センター 

   理 事 長 

 

別表 

 

災害時における緊急対応可能な物資 

大分類 主 な 品 種 

作業関係 

 

 

 

 

 

日用品等 

 

 

 

 

 

 

水関係 

 

冷暖房危機等 

 

電気用品等 

 

 

トイレ関係等 

作業シート、標識ロープ 

ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク 

長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋 

雨具、土のう袋、ガラ袋 

スコップ、ホースリール 

 

毛布、タオル 

割箸、使い捨て食器 

ポリ袋、ホイル、ラップ 

ウェットティシュ、マスク、衛生用ポリ手袋（使い捨て） 

バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾 

簡易ライター、使い捨てカイロ 

 

飲料水（ペットボトル）、生活用水用ポリタンク 

 

大型石油ストーブ、木炭、木炭コンロ 

 

投光器、懐中電灯、乾電池 

カセットコンロ、カセットボンベ 

 

救急ミニトイレ 
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２－１６ 香川県防災行政無線設備貸付契約書 

 

 貸主 香川県（以下「甲」という。）と借主 さぬき市（以下「乙」という。）は、別紙記載の香川県

防災行政無線設備（以下「貸付物品」という。）に関し、次の条項により貸付契約を締結する。 

（信義誠実の原則） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（使用目的） 

第２条 乙は、貸付物品を防災業務及び一般行政事務に使用するものとする。 

（貸付期間） 

第３条 貸付期間は、契約締結の日から平成２８年３月３１日までとする。ただし、貸付期間が満了

する１か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がないときは、この契約は更に１年継続するもの

とし、以後同様とする。 

（貸付料） 

第４条 貸付料は、無償とする。 

（引渡） 

第５条 甲は、第３条の貸付期間の初日に貸付物品を乙に引き渡すものとする。 

（経費の負担） 

第６条 貸付物品の維持及び管理に要する経費については、香川県防災行政無線に関する協定書に定

めるところによるものとする。 

（権利の譲渡の禁止） 

第７条 乙は、書面による甲の承認を得ないで貸付物品を使用する権利を第三者に譲渡し、貸付物品

を転貸し、又は貸付物品の使用目的を変更してはならない。 

（使用上の制限） 

第８条 乙は、貸付物品を善良なる管理者の注意を持って維持保管しなければならない。 

（使用上の損傷等） 

第９条 乙は、その責めに帰すべき事由により貸付物品を滅失し、又はき損した場合において､甲が要

求するときは自己の負担において現状に回復しなければならない。ただし、貸付物品の滅失又はき

損の原因が故意又は重大な過失によらない場合は、この限りでない。 

（契約の解除） 

第１０条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合は、契約を解除することができる。 

（前契約の廃止） 

第１１条 本契約の成立に伴い、香川県とさぬき市との間で締結された、平成１４年４月１日付けの

契約については廃止するものとする。 

（疑義の決定） 

第１２条 この契約に定めのない事項及び疑義を生じたときは、甲乙協議の上定めるものとする。 

 

 上記契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、両者記名押印の上各自その１通を 

保有するものとする。 

 

 

     平成２７年 ４月 １日 

 

            貸主（甲） 高松市番町四丁目１番１０号 

                  香 川 県 

                  香 川 県 知 事 

 

            借主（乙） さぬき市志度５３８５番地８ 

                  さ ぬ き 市 

                  さ ぬ き 市 長              
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２－１７ 香川県防災行政無線に関する協定書 

 

 香川県（以下「甲」という。）と さぬき市（以下「乙」という。）とは、香川県防災行政無線システ

ム（以下「システム」という。）の構築及び運用について次のとおり協定する。 

（目的） 

第１条 この協定は、システムの円滑で効率的な運用を図るため、必要な事項を定めることを目的と

する。 

（地球局の設置） 

第２条 前条の目的を達成するため、乙の庁舎に通信設備を設置し、通信の用に供するものとする。 

２ 通信設備には、回線接続制御装置、防災用電話機、受令用電話機、受令用ファクシミリ、受令用

表示器、Ｓｋｙｐｅ電話、防災パソコン、無停電電源装置、これらを接続するケーブル等（以下「無

線設備」と総称する。）を設置するものとする。 

３ 無線設備の財産権は甲に帰属し、乙は無償で当該設備を使用するものとする。 

（運営管理協議会の設置） 

第３条 甲及び乙は、第１条の目的を達成するために必要な事項を協議するため、香川県防災行政無

線運営管理協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（維持管理） 

第４条 通信設備の運用に伴い生じる保守点検等の維持管理に係る業務は、甲が行うものとする。 

２ 甲は、前項に係る業務の一部を、協議会に委託することができるものとする。 

（通信設備の職員） 

第５条 乙の庁舎に設置した通信設備には職員を配置するものとし、乙の防災担当課の職員をもって

充てるものとする。 

２ 前項の職員は、通信設備の運用に伴い生じる業務のうち、甲が行う以外の業務を行うものとし、

給与その他の給付は、乙が負担するものとする。 

（関係法令等の遵守） 

第６条 職員は、前条第２項の業務に従事する場合は、甲が別に定める規程及び関係法令を遵守する

ものとする。 

（経費負担） 

第７条 通信設備の管理及び運用に要する経費で次に掲げる経費は、甲が負担するものとする。 

（１）ネットワーク利用料金 

（２）ＮＴＴ回線借上料 

（３）甲の都合により無線設備の移設、改造その他の工事をする場合、当該工事に要する経費及び当

該工事にかかる検査手数料 

２ 通信設備の管理及び運用に要する経費で次に掲げる経費は、乙が負担するものとする。 

（１）無線設備の保守点検に要する経費 

（２）乙の都合により無線設備の移設、改造その他の工事をする場合、当該工事に要する経費及び当

該工事にかかる検査手数料 

（３）乙の故意又は重大な過失により､無線設備が故障した場合､その修繕のために要する経費 

（４）通信設備の運用に伴い生じた電気料、発動発電機の燃料、ファクシミリ用紙、ファクシミリト

ナー、発動発電機及び無停電電源装置の蓄電池及び他県との交信に伴う度数料 

（維持管理費の納入） 

第８条 第４条第２項の場合において乙は、前条第２項第１号に係る経費を、甲の請求に基づき、当

該年度の６月末日までに甲へ払い込むものとする。 

（協定期間） 

第９条 この協定の有効期間は、締結の日から平成２８年 ３月３１日までとする。 ただし、この期

間満了１か月前までに甲乙いずれからもそれぞれ相手方に対して文書により異議の申出がない場合

は、この期間をさらに１年間延長するものとし、その後において期間が満了したときも、また同様

とする。 

（前協定の廃止） 
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第１０条 本協定の成立に伴い、平成１４年４月１日付けで香川県とさぬき市との間で締結された前

協定については廃止するものとする。 

（その他） 

第１１条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙協議して定めるものと

する。 

 

 この協定の証として、この証書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各自その１通を 

保有する。 

 

           平成２７年 ４月 １日 

 

 

               甲  香 川 県 

                  香 川 県 知 事 

 

               乙  さ ぬ き 市 

                  さ ぬ き 市 長 
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２－１８ 香川県震度情報ネットワークシステムに係る覚書 

 

覚   書 

 

 香川県（以下「甲」という。）とさぬき市（以下「乙」という。）とは、甲が乙の所有する用地及び

建物等施設内に設置する香川県震度情報ネットワークシステムの計測震度計等の設備（以下「設備」

という。）の設置について、次のとおり覚書を取り交わす。 

（目的） 

第１条 この覚書は、甲が乙の承諾を得て、乙の所有する用地及び建物等施設内に設置する設備の適

切な管理、運用を行うため、必要な事項を定めるものとする。 

（設備の保管、維持管理） 

第２条 設備の保管は、乙が行うものとし、維持管理は、甲が行うものとする。 

（設備の変更） 

第３条 甲又は乙は、設備の設置場所等の変更を必要とするときは、双方協議の上、行うものとする。 

（設備の利用） 

第４条 乙は、設備の外部出力を利用して、乙の防災行政無線及び職員参集装置等を起動させる場合

は、文書により甲の承諾を得るものとする。 

（費用の負担） 

第５条 設備の設置、維持管理、変更、廃止に要する費用は、甲の負担とする。 

２ 設備の電気料並びに震度情報を伝達するためのＮＴＴ回線基本料及び通信料は、乙の負担とする。 

３ 乙の都合による第３条の変更に係る費用及び前条の利用に係る費用並びに明らかに乙の責めによ

り生じた設備の損傷の補修に要する費用は、乙の負担とする。 

（用地及び建物等施設の使用料） 

第６条 設備設置のため必要とする乙の用地及び建物等施設の使用料は、無料とする。 

（覚書の有効期間） 

第７条 この覚書の有効期間は、平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日までとする。 

２ 前項の有効期間満了３０日前までに、甲又は乙から別段の意思表示がなされないときは、更に１

年間延長するものとし、以後もまた同様とする。 

（前覚書の廃止） 

第８条 本覚書の成立に伴い、平成９年１月２０日付けで香川県と津田町、大川町、志度町、寒川町

及び長尾町との間で交換された前覚書については、廃止するものとする。 

（設置場所） 

第９条 設備の設置場所は、さぬき市役所、津田支所、大川支所、寒川支所及び長尾支所とする。 

（疑義等の決定） 

第 10 条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙協議して

定めるものとする。 

 

 この覚書を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

  平成１４年４月１日 

 

 

甲  香 川 県 

                  香 川 県 知 事 

 

 

乙  さぬき市 

                  さぬき市長職務執行者 
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２－１９ さぬき市地域防災無線局の設置等に関する協定書 

 

さぬき市（以下「甲」という。）と香川県長尾土木事務所（以下「乙」という。）とは、さぬき市地

域防災無線局（以下「無線局」という。）の設置に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法他関係法令及びさぬき市地域防災計画に基づき、災害対策に係

る連絡等を円滑に行うため、無線局の設置及び経費の負担等必要な事項を定めるものとする。 

（無線局の開設） 

第２条 甲は、乙の所管する施設内に無線局を設置するものとする。 

２ 無線局には、別表に掲げるさぬき市地域防災に係る無線設備（以下「無線設備」という。）を設置

するものとする。 

（施設等の使用） 

第３条 乙は、無線設備を設置するために必要な場所及びその付属設備その他の工作物を甲に無償で

使用させるものとする。 

（無線局の運用） 

第４条 乙は、電波法（昭和２５年法律第１３１号）、さぬき市防災行政無線施設条例（平成２２年さ

ぬき市条例第７号）及びさぬき市防災行政無線施設管理運用規程（平成２６年訓令第１号）に基づ

き、無線局を運用するものとする。 

（無線局の維持管理） 

第５条 無線設備の維持管理、保守点検及び修理は、甲が行うものとする。 

（設置場所の変更） 

第６条 乙は、自己の都合により無線設備の設置場所を変更しようとするときは、甲にその理由及び

新たに設置する場所を提示のうえ協議するものとする。 

２ 甲が、自己の都合により無線設備の設置場所を変更しようとするときは、乙にその理由を提示し

協議するものとする。 

（経費等の負担） 

第７条 無線局の設置及び設置場所の変更に要する経費は、甲の負担とする。 

２ 無線局の使用に要する経費は、乙の負担とする。 

（協定期間） 

第８条 この協定の期間は、協定締結の日から平成１８年３月３１日までとする。ただし、有効期間

満了の１か月前までに甲乙いずれからも意思表示がないときは、さらに１年延長されたものとみな

し以後も同様とする。 

（その他） 

第９条 この協定について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の

うえ定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自１通を保有す

る。 

 

   平成１７年１２月１日 

    

                  甲  香川県さぬき市志度５３８５番地８ 

                     さぬき市 

                     さ ぬ き 市 長 

 

                  乙  さぬき市長尾東１５３８－１ 

                     香川県長尾土木事務所長 

 

別表 （略） 
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【同一内容の協定書】 

 平成１７年１２月 １日 さぬき警察署 

 平成１７年１２月 １日 大川広域消防本部 

 平成１７年１２月 １日 財団法人さぬき市施設管理公社 

 平成１７年１２月 １日 香川県立津田高等学校 

 平成１７年１２月 １日 香川県立志度高等学校 

 平成１７年１２月 １日 香川県立石田高等学校 

 平成１７年１２月 １日 四国電力株式会社大内営業所 

 平成２７年 ３月１９日 鴨庄漁業協同組合 
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２－２０ 災害時における指定緊急避難場所としての施設使用に関する協定 

 

さぬき市（以下「甲」という。）と社会福祉法人津田福祉会（以下「乙」という。）とは、災害時

における指定緊急避難場所としての施設使用に関する協定を次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、さぬき市内に地震、津波、高潮、大規模火災等の災害等が発生し、又は発生す

るおそれがある場合（以下「災害時等」という。）に、乙が所有する施設を指定緊急避難場所とし

て使用することについて必要な事項を定めるものとする。 

（指定緊急避難場所） 

第２条 この協定における指定緊急避難場所とは、災害時等に切迫した危険から住民等の安全を確保

するため避難する場所とする。 

（使用施設） 

第３条 乙は、次に掲げる施設（以下「使用施設」という。）を指定緊急避難場所として甲に使用さ

せるものとする。 

所在地 香川県さぬき市津田町津田２２０７番地 

施設名 さわやか荘駐車場 

（通知等） 

第４条 甲は、災害時等に使用施設を指定緊急避難場所として開設する必要があるときは、事前に文

書で乙に対して施設使用の通知をするものとする。 

２ 甲は、指定緊急避難場所を緊急に開設する必要があるときは、前項の規定にかかわらず事前に乙

に通知せずに施設を指定緊急避難場所として開設することができるものとする。 

 ただし、甲は、速やかに乙に対し開設した旨を連絡のうえ通知するものとする。 

３ 乙は、災害時等において甲が指定緊急避難場所を開設する以前に住民等が避難してきたことを確

認した場合は、使用施設を開放するとともに、甲にその旨を連絡するものとする。 

４ 甲は、使用施設の指定緊急避難場所としての使用を終了するときは、文書で乙に対して使用の終

了の通知をするものとする。 

（指定緊急避難場所の管理等） 

第５条 災害時等の指定緊急避難場所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 

２ 乙は、業務に支障がない範囲で指定緊急避難場所の管理運営に協力するものとする。 

３ 甲及び乙は、平常時において指定緊急避難場所の管理運営に関し必要な事項を協議するものとす

る。 

（費用負担） 

第６条 指定緊急避難場所の管理運営に係る費用及び避難者によって使用施設に生じた損害は、甲が

負担するものとする。 

（使用施設の変更等） 

第７条 乙は、使用施設を変更しようとするとき、又は使用施設を指定緊急避難場所として使用でき

ない状況となったときは、甲に文書で報告するものとする。 

（訓練等） 

第８条 乙は、甲が指定緊急避難場所を使用する訓練等を実施するときは、業務に支障のない範囲で

協力するものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施について必要な事項及びこの協定に関して疑

義を生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、平成２７年９月１６日から平成２８年３月３１日までとする。 

２ 前項の期間満了の日の１か月前までに、甲、乙いずれかから申し出がないときは、この協定は期

間満了日の翌日から更に１年間更新されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。 
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平成２７年９月１６日 

 

甲 香川県さぬき市志度５３８５番地８ 

  さぬき市 

  さぬき市長 

 

乙 香川県さぬき市津田町津田２２０７番地 

社会福祉法人 津田福祉会 

理 事 長 

 

【同一内容の協定書】 

 平成２７年 ９月１７日 四国ハイウェイサービス株式会社 
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２－２１ 災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書 

 

さぬき市（以下「甲」という。）と社会福祉法人祐正福祉会（以下「乙」という。）は、災害発生

時に、避難所での生活において特別の配慮を要する高齢者等及びその家族（以下「要配慮者等」とい

う。）を受け入れるための福祉避難所について、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害発生時、乙の運営する福祉施設等において、福祉避難所を設置し、要配慮

者等を当該避難所に避難させることにより、要配慮者等が日常生活に支障なく避難生活を送ること

ができることを目的とする。 

（指定する施設） 

第２条 福祉避難所として利用する施設は、乙の管理する次の施設とする。 

施設名 住所 

介護老人保健施設 ヌーベルさんがわ さぬき市寒川町石田東甲１７０番地 

（管理運営） 

第３条 乙は、福祉避難所の設置運営にあっては、次に掲げる業務を履行するものとする。 

（１）要配慮者等への相談等に応じる介助員等の配置及び福祉避難所に避難した要配慮者等の日常生

活上の支援 

（２）要配慮者等の状況の急変等に対応できる体制の確保 

（３）福祉避難所の設置運営に係る実績報告 

（手続き） 

第４条 この協定における福祉避難所の開設は、甲の要請に基づき行うものとする。 

２ 乙は、甲からの要請に可能な範囲で応じるものとする。 

３ 乙は、甲からの要請に基づき、要配慮者等を受け入れたときは、甲に受入人数等を報告するもの

とする。 

（運営期間） 

第５条 乙が開設する福祉避難所の運営期間は、甲からの要請に基づき要配慮者等を受け入れたとき

から避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、特段の事情のあるときはこの限りでない。 

（要配慮者等の避難手段） 

第６条 福祉避難所への移送は、原則として要配慮者の家族又は地域支援者が行うものとする。 

２ 乙は、甲の依頼により福祉避難所への要配慮者等の移送を行うよう努めるものとする。 

（物資の調達） 

第７条 甲は、利用者に係る日常生活用品、食料その他必要な物資の調達に努めるものとする。ただ

し、その一部を甲が調達できないときは、施設が保有するこれらの物資の提供について、乙に協力

を要請することができるものとする。 

（経費の負担） 

第８条 福祉避難所の管理運営に要した経費の負担は、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）等

の関係法令に基づくほか、法人の社会貢献活動の一環として勘案した上で、別途、甲乙協議するも

のとする。 

（個人情報の保護） 

第９条 甲及び乙は、福祉避難所の管理運営に当たり業務上知り得た要配慮者等の固有の情報を第三

者に漏らしてはならない。 

２ 前項に規定する個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければ

ならない。 

（関係書類の保管） 

第１０条 乙は、この協定に関する次の書類等を甲が指定する期間保管しなければならない。 

（１）要配慮者等の氏名・滞在期間等 

（２）要配慮者等に提供した食事や物資の数量・価格等 

（３）その他乙がこの協定に支払を行った書面 
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（協定の解除等） 

第１１条 甲又は乙は、この協定を解除又は変更しようとするときは、３月前までに文書で相手方に

通知しなければならない。 

（有効期間） 

第１２条 この協定は、締結の日から効力を発生するものとし、平成２９年３月末日までとする。た

だし、期間満了の３月前までに甲、乙いずれかから書面により更新しない旨の申立がない限り、毎

年度自動更新されるものとする。 

（その他） 

第１３条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、甲、乙協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各１通を保有するものと

する。 

 

平成 ２８ 年 ９ 月 １ 日 

（甲）香川県さぬき市志度５３８５番地８ 

                       さぬき市 

                       さぬき市長 

 

（乙）香川県さぬき市寒川町石田東甲７６１番地９ 

                       社会福祉法人祐正福祉会 

                       理事長 

 

【同一内容の協定】 

平成２８年９月１日 社会福祉法人祐正福祉会「障害者支援施設 真清水荘」 

平成２８年９月１日 社会福祉法人長尾福祉会「ハーティヴィラ亀鶴」 

平成２８年９月１日 社会福祉法人長尾福祉会「特別養護老人ホーム ゆたか荘」 

平成２８年９月１日 社会福祉法人長尾福祉会「障害者支援施設 のぞみ園」 

平成２８年９月１４日 大川広域行政組合「特別養護老人ホーム さざんか荘」 

平成２８年９月１４日 社会福祉法人香東園「特別養護老人ホーム 香東園」 

平成２８年９月１４日 社会福祉法人香東園「盲養護老人ホーム 香東園」 

平成２８年１１月１日 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会「日盛の里」 

平成２９年２月１日 社会福祉法人津田福祉会「さわやかホーム」 

平成２９年２月１日 社会福祉法人津田福祉会「さわやか荘」 

平成２９年１１月３０日 株式会社青空「ショートステイ志度の丘」 

平成２９年１１月３０日 株式会社青空「デイサービス志度の丘」 

平成２９年１２月２８日 特定非営利活動法人あんず「あんず」 
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２－２２ 災害時における施設使用に関する協定 

 

さぬき市（以下「甲」という。）と香川県信用組合（以下「乙」という。）との間において、災害

時における施設の使用に関して、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、さぬき市内に地震や津波などの大規模な災害が発生し、又は発生するおそれが

ある場合（以下「災害時」という。）において、住民等が一時的に避難するために乙の所有する施

設を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（使用施設） 

第２条 乙は、次に掲げる施設（以下「使用施設」という。）を公共福祉の立場から一時的に避難施

設として甲に使用させるものとする。 

(1) 施 設 名 称 香川県信用組合研修会館 

(2) 所 在 地 さぬき市鴨庄１１９番地１ 

(3) 構 造 等 鉄筋コンクリート造スレート葺地下１階付４階建 

(4) 建 築 年 平成６年３月 

（使用用途） 

第３条 この協定による使用施設の使用用途は、次のとおりとし、乙は、その業務に支障をきたさな

い範囲内で可能な限り協力を行うものとする。 

 (1) 津波時において緊急避難場所とする。 

 (2) 災害時に自ら居住の場所を確保することが困難な住民等を一時的に滞在させるための施設とす

る。 

（施設の使用通知等）  

第４条 甲は、前条に基づき使用施設を使用するときは、事前に乙に対しその旨を、文書又は口頭で通

知する。  

２ 甲は、前項の規定にかかわらず、前条第２号に定める使用を除き、緊急を要するときは、使用施設

を使用することができる。ただし、できるだけ早い時期に、甲は乙に対し使用した旨の通知を行う。 

３ 甲は、使用施設の使用を終了したときは、その旨を乙に通知する。 

（施設管理） 

第５条 災害時に、使用施設の使用を早急に行うため、乙は、使用施設の鍵を甲に貸出すものとする。

その証として、別紙の鍵受領書に受領日、受領者名、受領印等を押印し、この協定書と一緒に保管

するものとする。なお、この協定が解除されたときは、甲は速やかに鍵を返還するものとする。 

２ 前項に定める使用施設の鍵の甲の管理責任者は、さぬき市健康福祉部長とする。 

３ 甲は、住民等に使用施設を使用するときの使用方法等を周知することに努める。 

（費用負担） 

第６条 この協定に基づく使用施設の使用料は無料とする。 

（損害賠償等） 

第７条 この協定に基づき使用施設を使用したときの施設及び設備等に損害が生じたときは、甲が復

旧に係る費用を負担するものとする。 

２ 乙は、使用施設に住民等が避難した際に発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。 

（解除） 

第８条 乙は、何らかの事情により使用施設の使用が不可能となるときは、甲に連絡しこの協定を解

除することができる。 

（協議） 

第９条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施について必要な事項及びこの協定に関して疑

義が生じたときは、その都度甲乙両者が協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、平成２７年８月２８日から平成２８年３月３１日までとする。 

２ 前項の期間満了の日の１か月前までに、甲、乙いずれから申し出がないときは、この協定は期間

満了日の翌日から更に１年間更新されるものとし、以降も同様とする。 
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この協定の締結を証するため、協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

平成２７年８月２８日 

 

甲 さぬき市志度５３８５番地８ 

さぬき市 

さぬき市長 

 

乙 高松市亀井町９番地１０ 

香川県信用組合 

理 事 長 
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２－２３ 災害発生時におけるさぬき市とさぬき市内郵便局の協力に関する協定書 

 

さぬき市（以下「甲」という。）とさぬき市内郵便局（以下「乙」という。）は、さぬき市内で発

生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するた

めに次のとおり協定書を締結する。 

 

（定義） 

第１条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第

１号に定める災害をいう。 

 

（協力要請） 

第２条 甲及び乙は、さぬき市内で災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協

力を要請することができる。 

 (1) 緊急車両等としての車両の提供 

   （車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。） 

 (2) 甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リスト等

の情報の提供 

 (3) 郵便局ネットワークを活用した広報活動 

 (4) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策 

  ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

  イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

  ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除 

  エ 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

 (5) 乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供 

 (6) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこ

れらを確実に行うための必要な事項（注） 

 (7) 株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項 

 (注)乙は乙の避難者情報確認シート（避難先届）又は転居届の配布・回収を含む。 

 

 （協力の実施） 

第３条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない

範囲内において協力するものとする。 

 

 （経費の負担） 

第４条 第２条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別

段の定めがあるものを除くほか、適正な方法による算出した金額を、要請した者が負担する。 

２ 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決

定するものとする。 

 

 （災害情報連絡体制の整備） 

第５条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。 
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 （情報の交換） 

第６条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。 

 

 （連絡責任者） 

第７条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。 

    甲 さぬき市総務部総務課危機管理室長 

    乙 日本郵便株式会社 長尾郵便局 郵便部長 

 

 （協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。 

 

 （有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は平成２８年５月２０日から平成２９年３月３１日までとする。ただし、

甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算し、さらに翌年度も

効力を有するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方が押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

 

平成２８年５月２０日 

 

 

     甲 住所  香川県さぬき市志度５３８５番地８ 

           さぬき市 

           さぬき市長 

 

     乙 住所  香川県さぬき市長尾東８９４番地１ 

           さぬき市内郵便局 

           日本郵便株式会社 

長尾郵便局長 
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２－２４ 災害時における応急対策業務の実施に関する協定書 

 

さぬき市(以下「甲」という。)とさぬき市建設業協会(以下「乙」という。)は、甲の管理する公共

土木施設及び土地改良施設等(以下「公共土木施設等」という。)において、地震災害、風水害その他

の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合の応急対策に係る業務(以下

「応急対策業務」という。)の実施に関し、次のとおり協定を締結する。  

（趣旨）       

第１条 この協定は、公共土木施設等における災害時の応急対策業務の実施に関し、甲が乙に対して

協力を要請する場合の必要な事項を定めるものとする。    

（協力要請）  

第２条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急対策業務を実施する必

要があると認めたときは、乙に協力を要請することができる。 

２ 乙は、甲から協力要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に協力するものとする。 

３ 甲からの協力要請は、文書で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により行い、

その後速やかに文書により行うことができる。     

（応急対策業務） 

第３条 甲が乙に対して協力を要請する応急対策業務の内容は、次のとおりとする。  

(1) 公共土木施設等の被害情報の収集並びに危険箇所の表示 

(2) 障害物の除去及び応急対策等 

(3) その他甲が必要とする業務 

（協力体制の整備）       

第４条 乙は、甲からの協力要請に迅速かつ的確に対応するため、あらかじめ、その地区ごとに協力

体制を整備し、その内容を甲に報告するものとする。    

（応急業務実施者）       

第５条 乙は、甲から協力要請があったときは、直ちに応急対策業務を実施する者(以下「応急業務実

施者」という。)を選定し、甲に報告するものとする。    

（応急対策業務の指示）       

第６条 応急業務実施者は、甲の指示を受けて応急対策業務を実施するものとする。  

（応急対策業務の報告） 

第７条 応急業務実施者は、応急対策業務を実施したときは、当該業務の完了後速やかに、その実施

した業務内容等を甲に報告するものとする。 

（費用の負担）       

第８条 応急対策業務の実施に要した費用については、第 3 条第 2 号及び第 3 号に掲げる業務に係る

費用にあっては甲が負担するものとし、同条第１号に掲げる業務に係る費用について甲は負担しな

いものとする。 

（補償） 

第９条 甲からの協力要請に応じて第 3 条第 1 号に掲げる業務に従事した者がそのために死亡し負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は身体障害のある状態となった場合における補償については労働者

災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の適用がある場合を除き、甲が乙と協議して当該者の

ために締結した保険契約によるものとする。 

（連絡責任者）   

第１０条 この協定に基づく応急対策業務を円滑に実施するため、甲にあっては当該業務を実施する

さぬき市災害対策本部長を、乙にあっては当該地域に係る建設業協会災害対策本部長を連絡責任者

とする。  

（実施細目） 

第１１条 この協定に基づく応急対策業務の実施に関し必要な事項については、その地域の実情に応

じ別に定めるものとする。 

（個人情報の保護）       

第１２条 乙は、この協定による活動を行うため個人情報を扱う場合は、その個人情報の保護に努め
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なければならない。 

（有効期間）       

第１３条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙から文書による終了

の意思表示がない限り、その効力を、継続する。    

（協議）       

第１４条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲及び乙

が協議して定めるものとする。       

       

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有する。

  

平成１８年３月２０日     

       

 

  甲  さぬき市     

     さぬき市長 

 

  乙  さぬき市建設業協会   

     会 長 
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２－２５ 災害時における応急復旧に関する協定書 

 

 渇水、地震、風水害等の災害時（以下「災害時」という。）において、市民への給水確保を図る

ため、水道施設の復旧及び応急給水活動等（以下「応急復旧」という。）について、さぬき市水道

事業（以下「甲」という。）とさぬき市上下水道工事業組合（以下「乙」という。）との間で、次

のとおり協定書を締結する。 

（応援の要請） 

第１条 甲は、災害時において、応急復旧の要請が必要であると認めるときは、乙に応援の要請

をするものとする。 

（応援要請時の協力） 

第２条 乙は、災害時において、甲から応援復旧の要請があった場合、特別な理由がない限り甲

に協力するものとする。 

２ 甲からの協力要請は、文章で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により行

い、その後速やかに文章により行うことができる。 

（協力体制の整備） 

第３条 乙は、甲からの協力要請に迅速かつ的確に対応するため、あらかじめ、その地区ごとに

協力体制を整備し、その内容を甲に報告するものとする。 

（応急業務実施者） 

第４条 乙は、甲から協力要請があったときは、直ちに応急復旧を実施する者（以下「応急業務

実施者」という。）を選定し、甲に報告するものとする。 

（応急対策業務の指示） 

第５条 応急業務実施者は、甲の指示を受けて応急復旧を実施するものとする。 

（応急復旧の報告） 

第６条 応急対策業務者は、応急復旧を実施したときは、各地域の被害状況、水道施設の復旧状

況、活動状況等について、速やかに、甲に報告するものとする。 

（経費の負担） 

第７条 乙が応急復旧のために要した経費については、原則として甲の定める基準に基づく、た

だし、基準に定めがない場合には、甲乙協議し甲が負担するものとする。 

（連絡調整） 

第８条 乙は、災害時において、甲と乙の組合員である指定給水装置工事事業者等との間の連絡

調整を行うものとする。 

（補償） 

第９条 応急復旧により乙の従事者が負傷し、疾病にかかり、または、死亡したときは、乙の労

災保険等により補償する。 

（第三者に及ぼした損害） 

第１０条 乙は、乙の従事者が応急復旧に際し第三者に損害を及ぼしたときは、甲乙協議のうえ、

原則として乙の負担で損害を賠償する。 

（個人情報の保護） 

第１１条 乙は、この協定による活動を行うため個人情報を扱う場合は、その個人情報の保護に

努めなければならない。 

（有効期間） 
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第１２条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙から文書による

終了の意思表示がない限り、その効力を継続する。 

（協議） 

第１３条 この協定書の実施に関し必要な事項またはこの協定書に定めのない事項については、

その都度甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 

 この協定書を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

 平成１８年１１月２９日 

 

             （甲） さぬき市水道事業者 

さぬき市長   

 

             （乙） さぬき市上下水道工事業組合 

                 組合長    
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２－２６ 災害時における被災住宅の応急修理に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、さぬき市地域防災計画に基づき、災害時における被災住宅の応急修理（以下「応

急修理」という。）に関して、さぬき市（以下「甲」という。）が香川県建設労働組合さぬき支部（以

下「乙」という。）に協力を求めるにあたって必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この協定において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 応急修理 災害救助法第２３条第１項第６号に規定する応急修理 

(2) 応急修理業者 乙の会員であって応急修理を行おうとするもの 

（協力要請） 

第３条 甲は、さぬき市内に地震被害、風水害及びその他の災害が発生し、応急修理を実施する必要

があり、知事から委任を受けた場合、住宅の被災状況、応急修理の実施方針その他必要な事項を、

文書により、乙に連絡し、協力要請を行うものとする。ただし、緊急の場合は、電話等によること

ができる。 

（協力） 

第４条 乙は、前条の要請があったときは、応急修理業者のあっせん、応急修理業者に対する技術支

援、その他必要な協力を行うものとする。 

（応急修理） 

第５条 応急修理業者は、修理の程度、方法及び期間について、甲の指示に従い応急修理を行うもの

とする。 

（費用の負担） 

第６条 応急修理業者が前条の応急修理に要した費用（別途定める限度額の範囲内に限る。）は、甲が

負担するものとする。 

（連絡窓口） 

第７条 この協定に係る業務に関する連絡窓口は、甲においてはさぬき市総務部総務課長とし、乙に

おいては香川県建設労働組合さぬき支部書記長とする。 

（応急修理業者名簿の提供） 

第８条 乙は、応急修理業者名簿及びこの協定に係る業務担当者名簿を毎年１回（応急修理業者又は

業務担当者に変更があった場合は、その都度）甲に提供するものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（適用） 

第１０条 この協定は平成２４年１０月２９日から適用する。 

 

この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その１通を

所持する。 

 

平成２４年１０月２９日 

 

甲 さぬき市 

さぬき市長  

乙 香川県建設労働組合さぬき支部 

支 部 長 

【同一内容の協定書】 

  平成２４年１０月２９日 香川県建設労働組合大川支部 

 平成２４年１０月２９日 香川県建設労働組合志度支部 
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２－２７ 災害時における電気設備の応急復旧に関する協定書 

 

さぬき市（以下「甲」という。）と香川県電気工事業工業組合大川支部（以下「乙」という。）は、

地震災害、風水害及びその他の災害（以下「災害」という。）が発生した場合において、市有建築物の

電気設備の復旧に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害が発生した場合に、市有建築物における電気設備の復旧に関し、甲が乙に

対して協力を要請する場合の必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害が発生し市有建築物の電気設備の応急復旧業務を実施する必要があると認めたと

きは、乙に協力を要請することができる。 

２ 乙は、甲からの要請があったときは、可能な限り甲に協力するものとする。 

３ 甲からの要請は、名称、所在地、業務内容及びその他必要と認められる事項を記載した文書によ

り行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により行い、その後速やかに要請の文書

を提出するものとする。 

（応急復旧業務） 

第３条 甲が、乙に対して協力を要請する応急復旧業務は次のとおりとする。 

(1) 市有建築物の電気設備の復旧活動に関すること。 

(2) その他甲が特に必要と認める業務。 

２ 乙は、応急復旧業務の実施中に、二次災害等を発見したときは、甲及び関係機関に通報しなけれ

ばならない。 

（応急復旧業務後の引渡し） 

第４条 乙は、甲の要請による市有建築物の電気設備の応急復旧が完了したとき、速やかに甲に文書

による報告を行い、相互に応急復旧内容を確認し、甲に引き渡すものとする。 

（費用の負担） 

第５条 この協定に基づき、乙が実施した応急復旧業務に要した費用については、災害時の発生直前

における適正な価格を基準として、甲乙協議のうえ決定し甲が負担する。 

（連絡窓口） 

第６条 この協定に係る業務に関する連絡窓口は、甲においてはさぬき市総務部総務課長とし、乙に

おいては香川県電気工事業工業組合大川支部長とする。 

（補償） 

第７条 甲からの要請に応じて第３条第１項に掲げる業務に従事した者が、そのために死亡し、負傷

し若しくは疾病にかかり、又は身体障害のある状態となった場合における補償については、労働者

災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の適用がある場合には当該法による補償とし、香川県

市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例（平成１６年香川県市町総合事務組合条例第６号）

の適用がある場合（労働者災害補償保険法の適用がある場合を除く。）には当該条例による補償を行

うものとする。 

２ 前項の適用がない場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

（有効期限） 

第８条 この協定は、協定の締結日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の

終了を通知しない限り、その効力は持続するものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を所持する。 

 

平成２５年８月１日 
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甲  さぬき市 

さぬき市長 

 

乙  香川県電気工事業工業組合大川支部 

   支 部 長 

 

【同一内容の協定書】 

平成２５年 ８月 １日 香川県電気工事業工業組合東讃支部 
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２－２８ 災害時の協力に関する協定書 

 

さぬき市（以下、「甲」という。）と四国電力株式会社（以下、「乙」という。）とは、災害時の協力

に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 甲、乙は、大規模地震および台風等の災害発生に伴い、大規模な停電等が発生した場合にお

いて、双方が緊密な連携を保ち、住民の生活の維持と安全を確保するために、電力供給設備の迅速

かつ円滑な復旧をはかるものとする。 

（災害情報の提供） 

第２条 甲、乙は、相互に、迅速に大規模地震および台風等による災害情報を提供するものとする。 

（電力供給設備の復旧） 

第３条 災害により大規模な停電が発生した場合、乙は、乙の供給管轄区域内の被害状況を総合的に

判断したうえで、優先順位を見極めながら、災害復旧対策の中枢となる官公署や医療機関（災害拠

点病院など）等への、電力供給設備の復旧を可能な限り優先して実施するものとする。 

２ 前項の電力供給設備復旧における電源車等の使用は、乙の判断によるものとする。 

（復旧作業に対する協力） 

第４条 災害により甲が管理する道路が使用不能となり、乙の電力復旧作業に支障が生じた場合、ま

たは乙の管理する電柱、配電線等が甲の道路復旧作業に支障が生じた場合においては、甲および乙

は、相互の復旧作業が迅速かつ円滑に行えるよう努めるものとする。 

２ 乙が電力復旧のために、甲の管理する土地、道路等に、仮設電柱、配電線等の電力供給設備（以

下「仮設電柱等」という。）を設置する必要が生じた場合は、甲は、この協定の目的を尊重し協力す

る。この場合、復旧の進捗により仮設電柱等が不要となった時は、乙の負担により原状に復するも

のとする。 

３ 災害復旧に伴い、乙が仮設電柱等の工事を緊急に行う場合、乙が口頭などの簡易な方法により工

事の届出を行うことを認めるものとする。なお、乙は事後、可能な限り速やかに必要な占用許可申

請手続等を行うものとする。 

（復旧拠点・資材置場等の確保に対する協力） 

第５条 災害時において、乙の電力復旧作業に必要な復旧拠点、資材置場、駐車場およびヘリポート

等の確保にあたっては、甲は乙の要請に協力するよう努める。 

（平常時の活動） 

第６条 甲および乙は、この協定に定める事項の円滑な推進に資するため、平素からの情報交換等、

緊急時における問題点の把握に努めるものとする。 

 （連絡責任者） 

第７条 甲および乙は、要請および協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、連絡責任者

を選任するものとする。 

（協議） 

第８条 本協定に定めのない事項および本協定の定めについて疑義が生じた場合は、その都度、甲お

よび乙が協議して定めるものとする。 

 

本協定締結の証として、本書を２通作成し、甲・乙記名捺印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

平成２６年１月３０日 

 

甲 さぬき市 

  さぬき市長 

   

乙 四国電力株式会社 

  執行役員 高松支店長 
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２－２９ 災害時におけるＬＰガス等の調達に関する協定書 

 

さぬき市（以下「甲」という。）と香川県ＬＰガス協会大川支部（以下「乙」という。）は、災害時

における応急生活物資としてのＬＰガス等の調達について、次のとおり協定を締結する。 

 

（災害時の範囲） 

第１条 この協定において災害時とは、地震、津波、風水害、その他の災害（さぬき市国民保護計画

に定める「武力攻撃事態」及び「緊急対処事態」を含む。）が発生し、又は発生するおそれがあると

きをいう。 

（ＬＰガス等の範囲） 

第２条 この協定においてＬＰガス等とは、容器に充填されたＬＰガス又はバルクローリーによる補

填するＬＰガス及びＬＰガスを燃料として使用するために必要な器具をいう。 

（要請） 

第３条 甲は、災害時において調達の必要を認めたときは、乙に対して避難所等へのＬＰガス等の供

給を要請することができるものとする。 

（要請の方法） 

第４条 前条の要請は、原則として別紙による災害時ＬＰガス等供給要請書（以下「要請書」という。）

によるものとする。ただし、緊急の場合で要請書によることができないときは、口頭又はその他確

実に連絡できる方法で要請し、その後、速やかに要請書を提出するものとする。 

（要請に基づく措置） 

第５条 乙は、第３条の要請を受けたときは、直ちに措置するとともに、その措置内容を甲に報告す

るものとする。 

（搬送及び引渡し） 

第６条 乙は、甲の指示によりＬＰガス等の搬送及び引渡しを行うものとする。 

２ ＬＰガス等の搬送は、原則として乙が行うものとし、甲の指定する場所で甲が指定する者の確認

を受けたうえで、甲が指定する者に引き渡すものとする。 

（価格） 

第７条 乙は、災害時の直前の適正価格でＬＰガス等を供給するものとする。 

（費用負担） 

第８条 ＬＰガス等の供給に要した費用については、原則として甲の負担とする。 

２ ＬＰガス等の搬送に要した経費は、原則として乙の負担とする。 

（平常時からの準備） 

第９条 乙は、災害時において供給可能なＬＰガス等の数量を確保しておくこととする。 

２ 甲及び乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段について支障を来さないよう常に点検、改善に努め

るものとする。 

３ 乙は、甲の協力要請に的確に対応するための体制を構築し、支障を来さないよう常に点検、改善

に努めるものとする。 

（連絡窓口） 

第１０条 この協定に係る連絡窓口は、甲においてはさぬき市総務部総務課長とし、乙においては香

川県ＬＰガス協会大川支部長とする。 

（補償） 

第１１条 甲からの要請に応じて第３条に掲げる業務に従事した者が、そのために死亡し、負傷し若

しくは疾病にかかり、又は身体障害のある状態となった場合における補償については、労働者災害

補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の適用がある場合には当該法による補償とし、香川県市町

総合事務組合消防団員等公務災害補償条例（平成１６年香川県市町総合事務組合条例第６号）の適

用がある場合（労働者災害補償保険法の適用がある場合を除く。）には当該条例による補償を行うも

のとする。 

２ 前項の適用がない場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

（協議） 



87 

 

第１２条 この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項が生じたとき

は、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（有効期限） 

第１３条 この協定の有効期限は、協定の締結日から平成２７年３月３１日までとする。ただし、有

効期間満了日から１か月前までに甲又は乙から申し出のないときは、この協定は、有効期間満了日

から１年間延長されたものとみなし、以降この例によるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を所持する。 

 

平成２６年５月１４日 

 

甲 香川県さぬき市志度５３８５番地８ 

さぬき市 

さぬき市長 

 

乙 香川県さぬき市津田町津田１１３２番地 

    香川県ＬＰガス協会大川支部 

支 部 長 
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２－３０ 災害時における応急対策活動に関する協定書 

 

さぬき市（以下「甲」という。）と香川県造園協会（以下「乙」という。）とは、次のとおり協定

を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、さぬき市内で地震・風水害その他の大規模災害（以下「災害」という。）が発

生した場合における甲と乙との災害に対する応急対策のための活動（以下「応急活動」という。）

に係る協力に関し必要な事項を定めるものとする。 

（協力を要請できる事項） 

第２条 甲は、災害が発生した場合において必要があると認めるときは、乙に対し、次に掲げる事項

について協力を要請することができるものとする。 

（１）乙の会員を構成員とする工作隊を組織し、車道および歩道上の倒木又はその危険性のある樹木

の撤去に関する業務に従事させること。 

（２）乙の会員を構成員とする工作隊を組織し、避難場所に指定された公園等の安全確保に関する業

務に従事させること。 

（３）乙の会員を構成員とする工作隊を組織し、倒木や倒壊建物又はがれき等により閉じこめられた

者の救助に関する業務に従事させること。 

（４）乙の会員の所有する応急活動に必要な資材および機材を提供させること。 

（５）前各号に掲げるもののほか、応急活動として必要と認めること。 

２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲において、これに協力するもの

とする。 

３ 第１項の応急活動のうち第１号から第３号の業務の実施に当たっては、現地における市職員又は

甲が指定する者の指揮もしくは指示に従うものとする。 

４ 甲および乙は、第１項各号に定めのない事項について、必要があると認めるときは、相互に協力

を要請することができるものとする。 

（協力要請の手続） 

第３条 前条の規定による協力の要請（以下「協力要請」という。）は、協力の内容その他必要な事

項を明らかにし、別表１に定める応急活動要請書により行うものとする。ただし、事態が急迫して

文書によることができない場合は、口頭、電話等により行うことができる。 

２ 前項ただし書きの場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。 

（報告） 

第４条 乙は、第２条の規定による協力要請に応じて応急活動を実施したときは、当該業務完了後速

やかに別表２に定める応急活動実施報告書を甲に提出しなければならない。 

（経費の負担） 

第５条 第２条の規定による要請に応じて実施した応急活動に要した経費の負担については、災害の

発生直前における適正な価格等を基準として甲乙協議して決定するものとする。 

（損害の補償） 

第６条 この協定に基づき実施した応急活動により第三者に損害を生じさせた場合は、甲乙協議し処

理、解決に当たるものとする。 

（負傷等の補償） 

第７条 甲からの要請に応じて第２条第１項第１号から第３号に掲げる業務に従事した者が、そのた

めに死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は身体障害のある状態となった場合における補償に

ついては、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の適用がある場合には当該法による

補償とし、香川県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例（平成１６年香川県市町総合事務

組合条例第６号）の適用がある場合（労働者災害補償保険法の適用がある場合を除く。）には当該

条例による補償を行うものとする。 

２ 前項の適用がない場合は、甲乙協議うえ決定するものとする。 

（情報の交換等） 

第８条 甲および乙は、この協定が円滑に運用されるよう平素から必要な情報の交換を行うとともに、
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相互の連携を図るための訓練を実施するものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定書の有効期間は、締結の日から平成２７年３月３１日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、期間満了の日の１か月前までに、甲又は乙から更新しない旨の文書に

よる通知がない場合は、期間満了の日から１年間この協定を延長するものとし、その後の期間につ

いても、また同様とする。 

（協議） 

第10条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、これを定める

ものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成２６年５月１４日 

 

さぬき市志度５３８５番地８ 

さぬき市 

さぬき市長 

 

高松市鬼無町鬼無７４１番地１ 

香川県造園協会 

会  長 

 

 

 （別表 略） 
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２－３１ 災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定 

 

第 1条（趣旨） 

この協定は、さぬき市（以下「甲」という。）と一般社団法人日本福祉用具供給協会（以下「乙」と

いう。）が、さぬき市内に地震、風水害その他による災害が発生し、又は発生のおそれがある場合（以

下「災害時」という。）に、相互に協力して避難所等において必要とされる介護用品及び衛生用品等の

福祉用具等（以下「福祉用具等」という。）物資の確保に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条（協力事項の発動） 

この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲がさぬき市災害対策本部を設置し、乙に対し

て要請を行ったときをもって発動するものとする。 

第３条（福祉用具等物資供給の協力要請） 

災害時において、甲が福祉用具等物資を必要とするときには、甲は、乙に対して福祉用具等物資の

供給について協力を要請するものとする。また、甲は、乙が福祉用具等物資を円滑に設置搬入できる

よう、関係機関との連絡調整を行うものとする。 

第４条（福祉用具等物資供給の協力実施） 

乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、取り扱う福祉用具等物資の優先供給及び運搬

に対する協力等に積極的に努めるものとする。 

第５条（福祉用具等物資の内容） 

甲が乙に要請する災害時の福祉用具等物資の内容は、別表のとおりとする。 

２ 乙は、甲の要請があったときは、前項の福祉用具等物資以外の物資の供給についても、可能な範

囲で協力するものとする。 

第６条（福祉用具等物資供給の要請手続き） 

甲の乙に対する要請手続きは、福祉用具等物資供給要請書（別記様式、以下「要請書」という。）を

もって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等をもって要請し、その後速や

かに要請書を提出するものとする。 

第７条（引き渡し） 

福祉用具等物資の引き渡し場所は、甲乙協議の上決定するものとし、当該場所において甲が確認し

て引き取るものとする。 

第８条（福祉用具等物資の適合確認） 

福祉用具等物資の適合確認は、甲の要請に対し必要に応じて、乙の福祉用具専門相談員が、現地の

状況や被災者の状態に合わせて福祉用具等の適合を確認するものとする。 

第９条（福祉用具等物資の運搬） 

福祉用具等物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて乙

に対して運搬の協力を求めることができるものとする。 

第１０条（車両の通行） 

甲は、乙が物資を運搬又は供給する際には、警察等の関係機関への連絡を行い、乙の車両を緊急通

行車両として通行できるように支援するものとする。また、甲は、乙が燃料又は車両等の輸送手段の

確保が困難な場合には、輸送の協力を行うものとする。 

第１１条（配慮事項） 

 甲は、乙に第３条の規定に基づき協力要請を行う場合は、気象警報や避難勧告等により立入制限が

出されている地域への要請を避けるなど、輸送業務従事者及び福祉用具等の設置に従事する乙の福祉
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用具専門相談員の安全に配慮するものとする。 

第１２条（損害の負担） 

本協定に基づく協力の実施にあたり損害（物資の紛失、福祉用具等が原因となる事故等）が生じた

ときは、その賠償の責について甲乙協議して定めるものとする。 

第１３条（費用） 

第３条及び第９条の規定により、乙が供給した福祉用具等物資及び乙が行った運搬等の費用につい

ては、甲が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害時直前の平常時における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上決定

するものとする。 

３ 甲は、前２項の規定に基づき、乙から支払請求書を受理したときは、受理した日から３０日以内

に支払うものとする。ただし、支払期限については、甲乙協議の上、変更することができるものと

する。 

第１４条（情報連絡体制の確認） 

甲及び乙は、災害時における円滑な協力を図るため、毎年４月３０日までに同月１日の担当者を文

書で報告するものとする。 

第１５条（平常時の防災活動への協力） 

乙は、次に掲げる甲の平常時における防災活動に対し協力するものとする。 

(1) 甲が実施する防災啓発事業及び防災訓練への参加 

(2) その他甲の要請に基づく平常時の防災活動への協力 

第１６条（有効期間） 

この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書により協定の終了を通知し

ない限り継続するものとする。 

第１７条（疑義の決定） 

本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上決定するもの

とする。 

 

 本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保管する。 

 

   平成２９年２月１日 

 

甲 香川県さぬき市志度５３８５番地８ 

さぬき市 

さぬき市長   

 

乙 東京都港区浜松町２丁目７番１５号 

                    一般社団法人日本福祉用具供給協会 

理事長 
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２－３２ ＧＰＳ波浪計観測情報配信システムを使用した情報の活用に関する協定書 

 

 国土交通省四国地方整備局次長（以下「甲」という。）とさぬき市長（以下「乙」という。）とは、

四国地方整備局が所有するＧＰＳ波浪計観測情報配信システム（以下「システム」という。）を使用し

た情報の活用に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

第１条（目的） 

 この協定は、四国地方整備局が所有するシステムを活用し、乙に対しＧＰＳ波浪計観測情報（以下

「情報」という。）を提供することにより、適切な災害対処に資することを目的とする。 

第２条（情報送信に対する責任） 

 甲は、システムの情報の送信にあたり、機器及び回線等（以下「機器等」という。）の故障、保守点

検、天災、その他不可抗力による情報送信の停止又は異常な送信について、その責任を負わないもの

とする。 

第３条（責任分界点等） 

 情報の流れ及び責任分界点は、別図「ＧＰＳ波浪計観測情報配信システム情報提供系統図」のとお

りとする。 

第４条（連絡窓口等） 

 甲及び乙は、情報提供に係る連絡担当者等を別表「分掌系統表」に定めるものとする。連絡窓口は

原則、連絡担当者相互とするが必要に応じ連絡責任者、統括責任者へ行うものとする。なお、別表「分

掌系統表」に変更がある場合は、その都度相互に通知するものとする。 

第５条（提供された情報の取扱い等） 

 甲から乙に提供される情報については、高潮など津波以外の情報も感知するため誤報の可能性があ

り、取り扱いの難しい情報である。よって、乙は、甲から提供を受けた情報について、システムから

配信される情報の特性を十分に理解したうえで、乙の責任においてさぬき市の組織内でのみ利用する

ものとし、原則として甲の許可を得ないでさぬき市の組織外部へ直接提供してはならない。また、何

らかの不可抗力によりさぬき市の組織外部へ情報が漏洩した場合、分掌系統表に基づき、甲の連絡担

当者に対して速やかに通知するものとする。なお、情報が漏洩した場合、情報漏洩元が責任を持って

対応するものとする。 

第６条（機器の設置等） 

 甲及び乙は、別図に定める責任範囲に従い、機器等を整備し、そのために必要な経費を負担するも

のとする。 

２ 機器等の維持管理、変更及び撤去に要する費用は、機器等の設置者が負担するものとする。 

３ 機器等の更新、改変等の必要性が生じる場合は、別途協議するものとする。 

第７条（訓練等） 

 甲及び乙は、情報の円滑かつ迅速な提供と情報の有効活用を図ることを目的とした情報伝達訓練等

を行っていくものとする。 

第８条（協議事項） 

 この協定書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度甲及び乙が協議して定め

るものとする。 

第９条（有効期間） 

 この協定書の有効期間は、協定書を締結した日から平成３０年３月３１日までとする。 
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 ただし、期間満了の１箇月前までに甲又は乙のいずれからも何ら申し出がない時は、さらに１年継

続するものとし、当該継続期間が満了したときも同様とする。 

 

 この協定書締結の証として本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自その１通を保有す

るものとする。 

 

 

平成２９年７月４日 

 

 

 

       甲  国土交通省 四国地方整備局 次長   

 

 

 

       乙  さぬき市長              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

２－３３ 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書 

 

 さぬき市（以下「甲」という。）と讃岐リース株式会社東讃営業所（以下「乙」という。）とは、災

害時における資機材のレンタルについて、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、さぬき市内において、地震、津波、風水害その他の災害（さぬき市国民保護計

画に定める「武力攻撃事態」および「緊急対処事態」を含む。）が発生し、または発生するおそれが

ある場合（以下「災害時」という。）の、災害応急活動等に必要となる車両および資機材その他の乙

が保有するレンタル機材（以下「機材」という。）の提供について必要な事項を定めるものとする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において、機材を要すると判断したときは、乙に対し、災害時におけるレンタ

ル機材提供に関する要請書（別紙１。以下「要請書」という。）により機材の提供について協力要請

を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が緊急を要すると判断した場合は、電話または口頭により要請する

ことができる。この場合において前項の規定による手続きは、事後に行うものとする。 

３ 乙は、甲から第１項の規定による協力要請を受け、機材の提供を実施したときは、災害時におけ

る機材の提供報告書（別紙２）を甲に提出するものとする。 

（機材の引き渡し） 

第３条 機材の引き渡し場所は、甲乙協議のうえ決定するものとし、甲は、当該引渡し場所に職員ま

たは甲が指定した者を派遣し、機材を確認のうえ引渡しを受けるものとする。 

（連絡窓口） 

第４条 この協議に係る連絡窓口は、甲においては、さぬき市総務部総務課危機管理室とし、乙にお

いては、讃岐リース株式会社東讃営業所とする。 

２ 甲および乙は、災害時の連絡先および方法を事前に定めておくものとする。 

（費用の負担） 

第５条 甲は、乙が提供した機材の対価および機材運搬に係る費用を負担するものとする。 

２ 機材の対価および機材運搬に係る費用は、災害の発生直前における適正なレンタル価格等を基準

として、甲乙が協議して決定する。 

（有効期間） 

第６条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、この

協定の有効期間が満了する日の１か月前までに、甲または乙からの申出がない場合は、本協定は同

一条件にて１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項または、この協定に関し疑義が生じた事項は、その都度、甲乙が

協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する

ものとする。 
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平成２９年９月６日 

 

 

甲  香川県さぬき市志度５３８５番地８ 

                 さぬき市 

                 さぬき市長  

 

 

乙  香川県東かがわ市町田７３５番地１ 

                 讃岐リース株式会社 

                 東讃営業所 

                 所   長  
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２－３４ 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書 

 

 さぬき市（以下「甲」という。）と株式会社アクティオ（以下「乙」という。）とは、災害時におけ

る資機材のレンタルについて、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、さぬき市内において、地震、津波、風水害その他の災害（さぬき市国民保護計

画に定める「武力攻撃事態」および「緊急対処事態」を含む。）が発生し、または発生するおそれが

ある場合（以下「災害時」という。）の、災害応急活動等に必要となる車両および資機材その他の乙

が保有するレンタル機材（以下「機材」という。）の提供について必要な事項を定めるものとする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において、機材を要すると判断したときは、乙に対し、災害時におけるレンタ

ル機材提供に関する要請書（別紙１。以下「要請書」という。）により機材の提供について協力要請

を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が緊急を要すると判断した場合は、電話または口頭により要請する

ことができる。この場合において前項の規定による手続きは、事後に行うものとする。 

３ 乙は、甲から第１項の規定による協力要請を受け、機材の提供を実施したときは、災害時におけ

る機材の提供報告書（別紙２）を甲に提出するものとする。 

（機材の引き渡し） 

第３条 機材の引き渡し場所は、甲乙協議のうえ決定するものとし、甲は、当該引渡し場所に職員ま

たは甲が指定した者を派遣し、機材を確認のうえ引渡しを受けるものとする。 

（連絡窓口） 

第４条 この協議に係る連絡窓口は、甲においては、さぬき市総務部総務課危機管理室とし、乙にお

いては、株式会社アクティオ東かがわ出張所とする。 

２ 甲および乙は、災害時の連絡先および方法を事前に定めておくものとする。 

（費用の負担） 

第５条 甲は、乙が提供した機材の対価および機材運搬に係る費用を負担するものとする。 

２ 機材の対価および機材運搬に係る費用は、災害の発生直前における適正なレンタル価格等を基準

として、甲乙が協議して決定する。 

（有効期間） 

第６条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、この

協定の有効期間が満了する日の１か月前までに、甲または乙からの申出がない場合は、本協定は同

一条件にて１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項または、この協定に関し疑義が生じた事項は、その都度、甲乙が

協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する

ものとする。 

 

 



97 

 

 

平成２９年１０月１７日 

 

 

甲  香川県さぬき市志度５３８５番地８ 

                 さぬき市 

                 さぬき市長 

  

 

乙  香川県高松市田村町５４０番地 

                 株式会社アクティオ 四国支店 

                 支店長 
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２－３５ 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 

 

さぬき市（以下「甲」という。）と株式会社ゼンリン（以下「乙」という。）とは、第１条第(1)号に

定める災害時において、乙が、乙の地図製品等（第２条に定義される）を甲に供給すること等につい

て、以下のとおり本協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。 

(1) 甲の区域内で災害対策基本法第２条第１号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合

において、甲が災害対策基本法第 23条の２に基づく災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）

を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。 

(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与

する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めること。 

 

（定 義） 

第２条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。 

(1) 「住宅地図」とは、さぬき市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。 

(2) 「広域図」とは、さぬき市全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。 

(3) 「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するもの

とする。 

(4) 「ID等」とは、ZNET TOWNを利用するための認証 ID 及びパスワードを意味するものとする。 

(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及び ZNET TOWNの総称を意味するものとする。 

 

（地図製品等の供給の要請等） 

第３条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品

等を供給するものとする。 

２ 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書（以下「要請書」という。）

を乙に提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請でき

るものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。 

３ 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。 

４ 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金及び費用は、次のとおりとする。 

(1) 乙が供給した地図製品等の代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。 

(2) 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。 

 

（地図製品等の貸与及び保管） 

第４条 乙は、第３条第１項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定

める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及び ID等を甲に貸与するものとする。

なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。 

２ 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID等を甲の事務所内において、善良なる

管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版

を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅
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地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。 

３ 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等の保管・管理状況等

を確認することができるものとする。 

 

（地図製品等の利用等） 

第５条 甲は、第１条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策、災害復旧・復

興にかかる資料として、第３条又は第４条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、

以下各号に定める利用を行うことができるものとする。 

(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧 

(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製 

２ 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報告す

るものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管・

管理するものとする。 

３ 甲は、第１項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当該防

災業務を統括する部署内において、広域図及び ZNET TOWN を利用することができるものとする。な

お、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET TOWN

を利用する場合は、本協定添付別紙の ZNET TOWN 利用約款に記載の条件に従うものとする。 

 

（情報交換） 

第６条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、

災害時に備えるものとする。 

 

（有効期間） 

第７条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から平成３０年３月３１日までとする。但し、

当該有効期間満了の３ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がな

い限り、本協定は更に１年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。 

 

（協 議） 

第８条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもっ

て協議し解決に努めるものとする。 

 

 

以上、本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各１通を保有

する。 

 

 

平成２９年９月１１日 

 

甲）香川県さぬき市志度 5385 番地 8 

さぬき市 

  さぬき市長  

乙）香川県高松市上福岡町 816番地 1 

株式会社ゼンリン四国エリア統括部 

統括部長 
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２－３６ 災害時における食料、生活必需品等の輸送等協力に関する協定書 

 

 さぬき市（以下「甲」という。）と赤帽香川県軽自動車運送協同組合（以下「乙」という。）は、地

震、津波、風水害その他の災害が発生し、または発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）

における食料、生活必需品等（以下「物資」という。）の輸送について、甲が乙に自動車による輸送（以

下「輸送」という。）の協力を要請し、相互に協力して住民生活の早期安定を図るため、次のとおり物

資の輸送等の協力について協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時の自動車による物資等の輸送等に関し、甲が乙に対して協力を求めると

きの必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請および要請手続き）  

第２条 甲は、災害時に、次項に掲げる業務を遂行するため、乙の協力を得る必要があるときは、乙

に対し次条に掲げる業務に係る協力を要請することができるものとし、乙は特別な理由がない限り、

要請に協力するものとする。 

２ 前項の規定による要請は、次に掲げる事項を明らかにし、文書により行うものとする。ただし、

緊急を要する場合は、口頭で協力を要請し、その後、速やかに文書を提出するものとする。 

 （1）災害の状況および要請した理由 

 （2）要請した車両台数および人数 

 （3）要請期間および輸送する物資 

 （4）その他必要な事項 

（業務の内容） 

第３条 この協定により、甲が乙に対し協力を要請できる業務は、次のとおりとする。 

 （1）災害救助に必要な生活必需品等の輸送業務 

 （2）災害緊急対策実施のために必要な資機材等の輸送業務 

 （3）甲が災害対策本部を開設する場合およびさぬき市物流拠点施設等を開設・運営する場合におい

て、物資の輸送管理に関する助言・指導等を行う物流専門家および作業員等の派遣 

（4）その他甲が必要とする災害応急対策業務 

（輸送業務） 

第４条 甲の要請により物資の輸送に従事する乙の組合員は、甲の指示により、物資の輸送業務に従

事する。 

（事故等） 

第５条 乙が供した自動車が、故障その他の理由により物資等の輸送を中断したときは、乙は速やか

に当該自動車を交換し、その輸送を継続しなければならない。  

（業務報告） 

第６条 乙は、この協定に基づく業務に協力したときは、次に掲げる事項を口頭または電話等をもっ

て甲に報告するものとし、その後、文書により提出するものとする。 

 （1）従事した車両および従事者名簿 

 （2）従事日数および走行距離 

 （3）その他必要事項 
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（費用の負担） 

第７条 乙がこの協定に基づき実施した業務に要した経費は、甲が負担する。 

２ 前項の経費については、災害発生直前における適正価格を基準として、甲と乙が協議して定める

ものとする。 

（費用の請求および支払） 

第８条 乙は、業務の終了後、当該業務に要した費用について、組合員の輸送活動実績を集計し、甲

に一括して請求するものとする。 

２ 甲は、前項の規定に基づき乙から費用の請求があったときは、内容を確認のうえ、速やかにその

費用を支払うものとする。 

（補償） 

第９条 この協定に基づく業務に従事した者が、当該業務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にか

かり、またはその業務による負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは障害の状態となった場合に

おいては、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の適用のある場合を除き、香川県市

町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例（平成１６年香川県市町総合事務組合条例第６号）の

規定を準用し、甲が補償する。 

（支援体制の整備） 

第１０条 乙は、災害時における円滑な輸送の協力が図れるよう、広域応援体制の整備に努めるもの

とする。 

（有効期限） 

第１１条 この協定は、協定締結日から効力を生ずるものとし、甲乙いずれからも文書による終了の

意思表示がない限り、その効力を有する。 

（協議） 

第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度甲乙協議し

て定めるものとする。 

 

 本協定締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有するものと

する。 

 

  平成２９年１０月３０日 

 

        甲 香川県さぬき市志度５３８５番地８        

          さぬき市 

          さぬき市長   

 

        乙 香川県高松市国分寺町柏原３３６番地１ 

          赤帽香川県軽自動車運送協同組合 

          代表理事 
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２－３７ 災害時における協力に関する協定書 

 

 さぬき市（以下「甲」という。）とＮＰＯ法人 輝（以下「乙」という。）は、地震、津波、風水害

その他の災害（さぬき市国民保護計画に定める「武力攻撃事態」及び「緊急対処事態」を含む。）及び

捜索活動等の必要が発生した場合（以下「災害時」という。）において、市内における被害の軽減及び

早急な復旧復興に資するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時において、マルチコプターによる災害情報の収集等の業務に関し、甲が

乙に協力を要請する場合の必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時において、次条に掲げる内容の協力を得る必要があると認めるときは、乙に協

力を要請することができる。 

２ 前項の規定による要請は、業務の内容、期間等を明らかにし、「災害時協力要請書」により行うも

のとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により要請を行うものとし、後日速やかに前述の

要請書を提出するものとする。 

（業務の内容） 

第３条 甲が乙に対し協力を要請する業務（以下「協力業務」という。）の内容は、次のとおりとする。 

 (1) 空撮画像の提供等による被災状況の調査に関すること。 

 (2) 救助活動及び必要な情報の収集に関すること。 

 (3) その他災害応急対策に必要な情報の提供に関すること。 

２ 甲及び乙は、前項に定めのない場合については、協議のうえ、相互に協力を要請することができ

る。 

（支援活動の実施） 

第４条 甲は、乙の活動が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（業務報告） 

第５条 乙は、この協定に基づく業務を実施したときは、当該業務終了後、速やかに、業務実施内容

を甲に報告するものとする。 

（費用の負担） 

第６条 乙がこの協定に基づく業務の実施に要した経費は、当該災害の発生直前における適正な価格

を基準として、甲と乙が協議のうえ決定し、甲が負担するものとする。 

（費用の請求及び支払） 

第７条 乙は業務の終了後、当該業務に要した費用について、甲に請求するものとする。 

２ 甲は、請求があったときは、その内容を確認のうえ、速やかにその費用を支払うものとする。 

（補償） 

第８条 この協定に基づく業務に従事した者が、当該業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にか

かり、またはその業務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合に

おいては、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の適用のある場合を除き、香川県市

町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例（平成１６年香川県市町総合事務組合条例第６号）の

規定を準用し、甲が補償するものとする。 

（連絡責任者及び情報交換） 
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第９条 この協定に基づく協力業務を円滑に実施するため、甲においては総務部総務課危機管理室長

を、乙においては 代表理事を連絡責任者とし、平常時から情報交換に努め、災害時に備えるものと

する。 

（有効期限） 

第１０条 この協定の有効期限は、協定締結日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、この

協定の有効期限が満了する日の１か月前までに、甲または乙からの申出がない場合は、本協定は同

一条件にて１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項または、この協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲

乙が協議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する

ものとする。 

 

  平成２９年１１年７日 

 

        甲   香川県さぬき市志度５３８５番地８ 

            さぬき市 

            さぬき市長   

 

        乙   香川県東かがわ市川東１５８番地１７ 

            ＮＰＯ法人 輝 

            代表理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


